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農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画

様
式

　
１

農
地

中
間

管
理

権
の

設
定

関
係

１
　

各
筆

明
細

（
出

し
手

）
地

域
計

画
：

地
域

名
：

(氏
名

又
は

名
称

）

　
理

事
長

(氏
名

又
は

名
称

）

市
町

村
名

（
）

始
　

期
終

　
期

年
月

日
年

月
日

存
続

期
間

借
賃

の
氏

名
又

は
権

原
の

支
払

方
法

名
　

　
  

称
種

　
 類

㎡

1 2 3 4 5

合
　

　
計

　
こ

の
計

画
に

同
意

す
る

。

氏
名

農
地

中
間

管
理

権
の

設
定

を
す

る
者

（乙
）

氏
名

所
在

地
（同

上
）

　
理

事
長

印
住

所
（
同

上
）

（署
名

）

公
益

財
団

法
人

沖
縄

県
農

業
振

興
公

社
農

地
中

間
管

理
機

構
（甲

）
印

備
考

住
　

所
大

字
字

地
  

  
番

地
目

種
類

（
円

/㎡
）

所
　

　
在

現
況

面
　

積
権

利
の

内
　

容
〔
土

地
の

利
用

目
的

〕

借
　

賃 （
円

／
年

）

農
地

中
間

管
理

権
の

設
定

を
す

る
土

地
（
甲

）に
設

定
す

る
農

地
中

間
管

理
権

農
地

中
間

管
理

権
の

設
定

を
す

る
土

地
の

（
乙

）以
外

の
権

原
者

等

（
Ａ

）
（Ｂ

）
（
Ｃ

）

農
地

中
間

管
理

権
の

設
定

を
す

る
者

（乙
）

（
住

所
）

整
理

番
号

農
地

中
間

管
理

機
構

（甲
）

（
所

在
地

）

公
益

財
団

法
人

沖
縄

県
農

業
振

興
公

社
南

風
原

町
字

本
部

4
53

番
地

３

1



２
　

共
通

事
項

　
こ

の
農

用
地

利
用

集
積

等
促

進
計

画
（
以

下
「
本

計
画

」と
い

う
。

）
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
設

定
さ

れ
る

農
地

中
間

管
理

権
は

、
１

の
各

筆
明

細
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

(１
)農

地
中

間
管

理
権

の
１

の
各

筆
明

細
に

記
載

さ
れ

た
土

地
（
以

下
「当

該
土

地
」と

い
う

。
）
の

農
地

中
間

管
理

権
は

、
本

計
画

の
公

告
に

よ
り

生
じ

る
。

　
　

設
定

(２
)借

賃
の

増
額

又
は

ア
　

減
額

イ ウ

(３
)転

貸
農

地
中

間
管

理
権

の
設

定
を

受
け

る
者

（以
下

「
甲

」と
い

う
。

）
は

、
当

該
土

地
を

第
３

者
に

転
貸

し
て

、
当

該
転

借
人

に
使

用
お

よ
び

収
益

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。

(４
)借

賃
の

支
払

い
当

該
土

地
を

第
３

者
に

転
貸

し
た

場
合

、
甲

が
、

農
地

中
間

管
理

権
を

設
定

す
る

者
（
以

下
「
乙

」と
い

う
。

）に
支

払
う

借
賃

は
、

当
該

転
借

人
が

甲
に

支
払

う
借

賃
を

持
っ

て
あ

て
る

。

(５
)借

賃
の

支
払

猶
予

(６
)解

約
に

当
た

っ
て

の
甲

及
び

乙
は

、
１

の
各

筆
明

細
に

定
め

る
農

地
中

間
管

理
権

の
存

続
期

間
の

中
途

に
お

い
て

解
約

し
よ

う
と

す
る

場
合

に
は

、
相

手
方

の
同

意
を

得
る

も
の

と
す

る
。

　
相

手
方

の
同

意

(７
)遊

休
農

地
に

関
す

る
　

取
扱

い
 

(８
)障

害
の

除
去

等

(９
)修

繕
及

び
改

良
ア イ

甲
又

は
転

借
人

は
、

乙
の

同
意

を
得

て
当

該
土

地
の

改
良

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

た
だ

し
、

そ
の

改
良

が
軽

微
で

あ
る

場
合

に
は

乙
の

同
意

を
要

し
な

い
。

ウ
修

繕
費

又
は

改
良

費
の

負
担

及
び

償
還

は
、

別
表

１
に

定
め

た
も

の
を

除
き

、
民

法
、

土
地

改
良

法
（昭

和
24

年
法

律
第

1
95

号
）等

の
法

令
に

従
う

。

(1
0)

附
属

物
の

設
置

等
ア イ ウ

(1
1)

租
税

公
課

等
の

ア
乙

は
、

当
該

土
地

に
対

す
る

固
定

資
産

税
そ

の
他

の
租

税
を

負
担

す
る

。
　

負
担

イ
当

該
土

地
に

係
る

農
業

保
険

法
（
昭

和
2
2年

法
律

第
18

5号
）
に

基
づ

く
共

済
掛

金
及

び
賦

課
金

は
、

転
借

人
が

負
担

す
る

。
ウ

当
該

土
地

に
係

る
土

地
改

良
区

の
賦

課
金

等
の

負
担

に
つ

い
て

は
、

乙
と

転
借

人
の

協
議

の
上

、
別

表
２

に
定

め
る

こ
と

と
し

、
こ

れ
を

甲
は

負
担

し
な

い
。

(1
2)

目
的

物
の

返
還

ア イ ウ エ
甲

は
、

イ
に

よ
る

場
合

そ
の

他
法

令
に

よ
る

権
利

の
行

使
で

あ
る

場
合

を
除

き
、

当
該

土
地

の
返

還
に

際
し

、
名

目
の

い
か

ん
を

問
わ

ず
返

還
の

代
償

を
請

求
し

て
は

な
ら

な
い

。

農
地

中
間

管
理

権
の

存
続

期
間

が
終

了
し

た
と

き
は

、
転

借
人

は
、

乙
に

対
し

て
直

接
当

該
附

属
物

を
撤

去
す

る
義

務
を

負
い

、
甲

は
乙

に
対

し
て

収
去

の
義

務
を

負
わ

な
い

。
イ

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

乙
が

附
属

物
を

収
去

し
な

い
こ

と
に

同
意

し
て

い
る

と
き

に
限

り
、

甲
及

び
転

借
人

は
現

状
引

き
渡

し
の

う
え

、
収

去
の

義
務

を
負

わ
な

い
。

賃
貸

借
又

は
使

用
貸

借
が

終
了

し
た

と
き

は
、

甲
は

、
（1

0）
の

ウ
の

規
定

に
よ

る
同

意
の

ほ
か

、
乙

の
同

意
が

あ
る

も
の

を
除

き
、

そ
の

終
了

の
日

か
ら

３
０

日
内

に
、

乙
に

対
し

て
当

該
土

地
を

原
状

（
原

状
と

は
乙

が
当

該
土

地
を

借
り

受
け

る
前

の
状

態
を

い
う

）
に

回
復

し
て

返
還

す
る

。
た

だ
し

、
災

害
そ

の
他

の
不

可
抗

力
、

修
繕

又
は

改
良

行
為

に
よ

る
形

質
の

変
更

、
又

は
当

該
土

地
の

通
常

の
利

用
に

よ
っ

て
生

ず
る

形
質

の
変

更
並

び
に

（1
0）

に
よ

り
設

置
さ

れ
た

附
属

物
の

収
去

に
つ

い
て

は
、

甲
は

、
原

状
回

復
の

義
務

を
負

わ
な

い
。

イ
に

よ
り

有
益

費
の

償
還

請
求

が
あ

っ
た

場
合

に
お

い
て

甲
及

び
乙

の
間

で
有

益
費

の
額

に
つ

い
て

協
議

が
調

わ
な

い
と

き
は

、
甲

及
び

乙
双

方
の

申
出

に
基

づ
き

市
町

村
が

認
定

し
た

額
を

、
そ

の
費

し
た

金
額

又
は

増
価

額
と

す
る

。

甲
は

、
当

該
土

地
の

改
良

の
た

め
に

支
出

し
た

有
益

費
に

つ
い

て
は

、
そ

の
返

還
時

に
増

価
額

が
現

存
し

て
い

る
場

合
に

限
り

、
乙

の
選

択
に

従
い

、
そ

の
支

出
し

た
額

又
は

増
価

額
（
土

地
改

良
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

９
５

号
）に

基
づ

く
土

地
改

良
事

業
に

よ
り

支
出

し
た

有
益

費
に

つ
い

て
は

、
増

価
額

）の
償

還
を

請
求

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

甲
及

び
乙

は
、

農
地

法
（
昭

和
2
7年

法
律

第
2
2
9号

）
第

20
条

又
は

民
法

（
明

治
2
9年

法
律

第
8
9号

）第
6
09

条
の

規
定

に
基

づ
き

借
賃

の
額

の
増

減
を

請
求

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

借
賃

を
改

定
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

農
地

法
第

5
2条

の
農

業
委

員
会

が
提

供
す

る
借

賃
の

動
向

等
を

勘
案

し
、

甲
及

び
乙

が
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

当
該

土
地

の
一

部
が

滅
失

そ
の

他
の

事
由

に
よ

り
使

用
及

び
収

益
を

す
る

こ
と

が
で

き
な

く
な

っ
た

場
合

で
、

甲
又

は
転

借
人

の
責

め
に

帰
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

事
由

に
よ

る
と

き
は

、
賃

料
は

そ
の

使
用

及
び

収
益

を
す

る
こ

と
が

で
き

な
く

な
っ

た
部

分
の

割
合

に
応

じ
て

減
額

さ
れ

る
。

な
お

、
賃

料
の

減
額

の
時

期
及

び
減

額
の

割
合

に
つ

い
て

は
、

作
物

の
作

付
や

収
穫

の
状

況
を

踏
ま

え
て

甲
、

乙
及

び
転

借
人

が
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

乙
は

、
甲

が
転

借
人

の
借

賃
の

未
払

い
、

災
害

そ
の

他
や

む
を

得
な

い
事

由
の

た
め

、
借

賃
の

支
払

期
限

ま
で

に
借

賃
の

支
払

い
を

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
に

は
、

甲
及

び
乙

が
協

議
の

上
、

相
当

と
認

め
ら

れ
る

期
日

ま
で

そ
の

支
払

い
を

猶
予

す
る

。

乙
は

、
１

の
各

筆
明

細
に

定
め

る
当

該
土

地
に

つ
い

て
遊

休
農

地
が

含
ま

れ
か

つ
当

該
遊

休
農

地
を

甲
又

は
転

借
人

が
解

消
し

た
場

合
、

原
則

、
農

地
中

間
管

理
権

の
始

期
を

起
点

と
し

契
約

期
間

内
は

解
約

を
求

め
な

い
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
乙

が
甲

又
は

転
借

人
と

協
議

の
上

、
当

該
遊

休
農

地
の

解
消

に
要

し
た

経
費

を
負

担
す

る
場

合
は

こ
の

限
り

で
は

な
い

。

乙
は

、
地

下
埋

設
物

、
地

上
部

の
廃

棄
物

等
、

農
用

地
と

し
て

の
利

用
に

支
障

を
き

た
す

も
の

を
除

去
し

た
う

え
甲

に
引

き
渡

す
と

と
も

に
、

農
地

中
間

管
理

権
の

存
続

期
間

中
に

お
い

て
は

、
　

農
地

中
間

管
理

権
の

行
使

の
妨

げ
と

な
る

行
為

を
行

っ
て

は
な

ら
な

い
。

乙
は

、
甲

及
び

転
借

人
の

責
に

帰
す

べ
き

事
由

に
よ

ら
な

い
で

生
じ

た
当

該
土

地
の

損
耗

に
つ

い
て

、
自

ら
の

費
用

と
責

任
に

お
い

て
修

繕
す

る
。

た
だ

し
、

緊
急

を
要

す
る

と
き

そ
の

他
、

乙
に

お
い

て
修

繕
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

で
乙

の
同

意
を

得
た

と
き

は
、

甲
又

は
転

借
人

が
修

繕
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

甲
又

は
転

借
人

が
修

繕
の

費
用

を
支

出
し

た
と

き
は

、
乙

に
対

し
て

そ
の

費
用

の
償

還
を

請
求

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

転
借

人
が

当
該

土
地

に
永

年
作

物
及

び
ハ

ウ
ス

等
の

構
築

物
（
以

下
「
附

属
物

」と
い

う
。

）の
設

置
を

行
お

う
と

す
る

と
き

、
転

借
人

は
、

乙
の

同
意

を
得

て
、

確
認

書
の

写
し

を
甲

に
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。
ま

た
転

借
人

は
、

附
属

物
の

設
置

が
完

了
し

た
と

き
、

甲
に

対
し

て
そ

の
旨

を
通

知
す

る
も

の
と

す
る

。

本
計

画
に

同
意

し
た

後
は

、
原

則
と

し
て

借
賃

の
改

定
は

行
わ

な
い

。
た

だ
し

、
同

意
し

た
後

、
当

該
借

賃
に

係
る

当
該

土
地

が
存

す
る

地
域

に
お

け
る

整
備

状
況

等
が

同
程

度
の

農
用

地
等

の
賃

料
水

準
と

比
較

し
著

し
く

差
異

が
生

じ
た

場
合

に
は

、
農

業
委

員
会

の
提

供
す

る
借

賃
等

の
動

向
等

の
情

報
等

を
勘

案
し

て
、

甲
及

び
乙

が
協

議
し

て
定

め
る

額
に

変
更

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
し

、
必

要
に

応
じ

て
市

町
村

又
は

農
業

委
員

会
の

意
見

を
聴

く
も

の
と

す
る

。
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(1
3)

契
約

の
解

除
ア イ ウ

(1
4)

土
地

の
境

界
等

(1
5)

農
地

中
間

管
理

権
　

に
関

す
る

事
項

の
変

更
　

の
禁

止

(1
6)

農
地

中
間

管
理

権
甲

は
転

借
人

に
対

し
、

本
計

画
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
従

い
、

当
該

土
地

を
効

率
的

か
つ

適
正

に
利

用
す

る
よ

う
農

業
委

員
会

等
と

連
携

し
指

導
す

る
も

の
と

す
る

。
　

取
得

者
の

責
務

(1
7)

農
地

中
間

管
理

機
　

構
関

連
土

地
改

良
事

　
業

に
つ

い
て

(1
8)

そ
の

他
本

計
画

に
お

け
る

そ
の

他
の

特
約

事
項

は
、

別
表

３
に

定
め

る
と

お
り

と
す

る
。

な
お

、
本

計
画

に
定

め
の

な
い

事
項

及
び

本
計

画
に

関
し

疑
義

が
生

じ
た

と
き

は
、

民
法

の
規

定
に

従
い

つ
つ

、
甲

、
乙

及
び

県
が

協
議

し
て

定
め

る
。

別
表

１
　

修
繕

費
又

は
改

良
費

の
負

担
に

係
る

特
約

事
項

別
表

２
　

土
地

改
良

区
の

賦
課

金
等

に
係

る
特

約
事

項

別
表

３
　

そ
の

他
特

約
事

項

経
常

賦
課

金

維
持

管
理

費

賦
課

金
等

の
種

類
負

担
区

分
の

内
容

備
　

考

特
別

賦
課

金

甲
及

び
乙

並
び

に
転

借
人

の
費

用
に

関
す

る
支

払
い

区
分

の
内

容
甲

及
び

転
借

人
の

支
払

額
に

つ
い

て
甲

の
償

還
す

べ
き

額
及

び
方

法
備

　
考

甲
は

、
甲

の
有

す
る

農
地

中
間

管
理

権
に

係
る

当
該

土
地

が
、

農
地

中
間

管
理

権
の

取
得

後
又

は
転

借
人

へ
の

貸
付

け
の

終
了

後
６

か
月

を
経

過
し

て
も

な
お

当
該

土
地

の
貸

付
け

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
見

込
み

が
な

い
と

認
め

ら
れ

る
場

合
（農

地
中

間
管

理
事

業
の

推
進

に
関

す
る

法
律

（
平

成
25

年
法

律
第

1
01

号
。

以
下

「
機

構
法

」
と

い
う

。
）第

2
0条

第
１

号
）
、

又
は

災
害

そ
の

他
の

事
由

に
よ

り
農

用
地

等
と

し
て

の
利

用
を

継
続

す
る

こ
と

が
著

し
く

困
難

と
な

っ
た

場
合

に
あ

っ
て

は
（
機

構
法

第
20

条
第

2
号

）、
県

知
事

の
承

認
を

受
け

て
、

農
地

中
間

管
理

権
に

係
る

契
約

の
解

除
を

す
る

も
の

と
す

る
。

当
該

転
借

人
が

契
約

途
中

で
農

地
中

間
管

理
権

に
係

る
契

約
を

解
除

し
た

場
合

は
、

残
存

期
間

の
有

無
に

係
わ

ら
ず

、
乙

と
の

農
地

中
間

管
理

権
に

係
る

契
約

の
解

除
を

申
し

入
れ

る
こ

と
が

で
き

る
。

解
除

に
あ

た
っ

て
は

、
甲

及
び

乙
で

協
議

の
う

え
、

乙
が

管
理

費
を

負
担

す
る

な
ど

、
乙

が
解

除
を

希
望

せ
ず

、
甲

に
と

っ
て

も
財

政
的

な
負

担
が

な
い

場
合

に
は

、
解

除
し

な
い

こ
と

も
含

め
て

検
討

す
る

も
の

と
す

る
。

当
該

土
地

の
隣

接
す

る
土

地
所

有
者

等
と

境
界

の
確

認
等

の
ト
ラ

ブ
ル

が
発

生
し

た
際

に
は

、
乙

及
び

転
借

人
が

協
議

の
う

え
、

双
方

で
責

任
を

持
っ

て
解

決
す

る
も

の
と

す
る

。

甲
及

び
乙

は
、

本
計

画
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
設

定
さ

れ
る

農
地

中
間

管
理

権
に

関
す

る
事

項
は

変
更

し
な

い
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
甲

、
乙

及
び

県
が

協
議

の
う

え
、

真
に

や
む

を
得

な
い

と
認

め
ら

れ
る

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

甲
及

び
乙

と
の

間
で

、
15

年
以

上
の

貸
借

期
間

を
設

定
し

た
農

用
地

等
に

つ
い

て
は

、
土

地
改

良
法

（
昭

和
2
4年

法
律

第
19

5号
）
第

87
条

の
３

第
１

項
の

土
地

改
良

事
業

が
行

わ
れ

る
こ

と
が

あ
る

。

修
繕

費
又

は
改

良
の

工
事

名

3



農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画

様
式

　
２

賃
借

権
又

は
使

用
貸

借
に

よ
る

権
利

の
設

定
関

係

1
．

各
筆

明
細

（
受

け
手

）
地

域
計

画
：

地
域

名
：

（
個

人
）

（所
在

地
）

理
事

長
(氏

名
又

は
名

称
）

（住
所

）

市
町

村
名

（
）

始
　

期
終

　
期

年
月

日
年

月
日

存
続

期
間

借
賃

の

字
地

  
  

番
地

目
の

種
類

 〔
土

地
の

利
用

目
的

〕
（
円

/
㎡

）
（円

／
年

）
支

払
方

法

1 2 3 4 5

賃
借

料
の

支
払

い
期

日
 ：

 毎
年

2月
末

日
ま

で
に

当
該

年
度

分
賃

借
料

を
支

払
う

こ
と

と
す

る
。

た
だ

し
、

貸
付

始
期

が
1月

1日
以

降
と

な
る

場
合

、
契

約
初

年
度

の
賃

借
料

支
払

い
期

日
は

3月
末

日
ま

で
と

す
る

。

こ
の

計
画

に
同

意
す

る
。

農
地

中
間

管
理

機
構

（
甲

）
氏

名
公

益
財

団
法

人
沖

縄
県

農
業

振
興

公
社

氏
名

所
在

地
（同

上
）

理
事

長
印

住
所

（同
上

）
（
署

名
）

※
貸

付
先

決
定

区
分

【
事

業
規

程
第

6
条

第
1
項

及
び

2
項

】
1 2 3 4 5

（乙
）
に

設
定

す
る

権
利

（
Ｂ

）

印
権

利
の

設
定

を
受

け
る

者
（乙

）

内
　

容
権

利
借

　
賃

所
　

　
在

現
況

面
　

積
(㎡

)
貸

付
先

決
定

区
分

大
字

備
考

権
利

の
設

定
を

す
る

土
地

（Ａ
）

地
域

計
画

区
域

内

地
域

計
画

区
域

外

整
理

番
号

(氏
名

又
は

名
称

）

公
益

財
団

法
人

沖
縄

県
農

業
振

興
公

社
南

風
原

町
字

本
部

4
53

番
地

３
農

地
中

間
管

理
機

構
（
甲

）

権
利

の
設

定
を

受
け

る
者

（乙
）

合
　

　
計

農
業

委
員

会
の

要
請

又
は

農
地

中
間

管
理

事
業

の
推

進
に

関
す

る
法

律
第

1
9
条

第
2
項

の
規

程
に

よ
る

貸
付

で
あ

る
。

地
域

計
画

に
位

置
づ

け
ら

れ
た

者
へ

の
貸

し
付

け
る

ま
で

の
間

、
農

業
委

員
会

等
が

認
め

た
者

へ
の

一
時

的
な

貸
付

で
あ

る
。

不
測

の
事

態
に

よ
る

地
域

計
画

で
定

め
た

代
替

者
へ

の
貸

付
で

あ
る

。
地

域
計

画
に

位
置

づ
け

る
こ

と
が

確
実

だ
と

見
込

ま
れ

る
者

へ
の

貸
付

で
あ

る
。

地
域

計
画

に
位

置
づ

け
ら

れ
た

者
へ

の
貸

付
で

あ
る

。
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２
．

共
通

事
項

(１
)賃

借
権

又
は

使
用

貸
借

　
に

よ
る

権
利

の
設

定

(２
)賃

貸
借

又
は

使
用

　
貸

借
の

解
除

ア イ
正

当
な

理
由

が
な

く
、

機
構

法
第

21
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
報

告
を

し
な

い
と

き
（機

構
法

第
2
1条

第
２

項
第

３
号

）。
ウ

農
地

法
第

６
条

の
２

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
通

知
を

受
け

た
と

き
。

エ
正

当
な

理
由

が
な

く
賃

料
を

支
払

わ
な

い
と

き
、

そ
の

他
信

義
に

反
し

た
行

為
を

行
っ

た
と

き
。

(３
)借

賃
の

支
払

猶
予

(４
)借

賃
の

増
額

又
は

減
額

ア イ ウ

(５
)転

貸
又

は
譲

渡
乙

は
、

本
計

画
に

よ
り

権
利

の
設

定
を

受
け

た
当

該
土

地
に

つ
い

て
転

貸
し

、
又

は
設

定
を

受
け

た
権

利
を

譲
渡

し
て

は
な

ら
な

い
。

(６
)遅

延
損

害
金

ア イ
遅

延
損

害
金

は
、

借
賃

の
額

に
対

し
、

年
1
0.

95
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
で

計
算

し
て

得
た

額
と

す
る

。

(７
)修

繕
及

び
改

良
ア イ ウ

甲
又

は
乙

は
、

土
地

所
有

者
の

同
意

を
得

て
当

該
土

地
の

改
良

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

た
だ

し
、

そ
の

改
良

が
軽

微
で

あ
る

場
合

に
は

土
地

所
有

者
の

同
意

を
要

し
な

い
。

エ
修

繕
費

又
は

改
良

費
の

負
担

及
び

償
還

は
、

別
表

１
に

定
め

た
も

の
を

除
き

、
民

法
、

土
地

改
良

法
（
昭

和
2
4年

法
律

第
1
95

号
）等

の
法

令
に

従
う

。

(８
)附

属
物

の
設

置
等

ア イ ウ

(９
)租

税
公

課
等

の
負

担
ア

当
該

土
地

に
対

す
る

固
定

資
産

税
そ

の
他

の
租

税
は

、
当

該
土

地
の

所
有

者
が

負
担

す
る

。
イ

当
該

土
地

に
係

る
農

業
保

険
法

（昭
和

22
年

法
律

第
18

5号
）
に

基
づ

く
共

済
掛

金
及

び
賦

課
金

は
、

乙
が

負
担

す
る

。
ウ

当
該

土
地

に
係

る
土

地
改

良
区

の
賦

課
金

等
の

負
担

に
つ

い
て

は
、

乙
と

土
地

所
有

者
の

協
議

の
上

、
別

表
２

に
定

め
る

こ
と

と
し

、
こ

れ
を

甲
は

負
担

し
な

い
。

(1
0
)当

該
農

用
地

等
の

ア

　
　

返
還

イ
乙

は
、

当
該

土
地

の
改

良
の

た
め

に
支

出
し

た
有

益
費

に
つ

い
て

は
、

そ
の

返
還

時
に

甲
及

び
当

該
土

地
の

所
有

者
に

請
求

を
し

な
い

も
の

と
す

る
。

ウ
乙

は
、

法
令

に
よ

る
権

利
の

行
使

で
あ

る
場

合
を

除
き

、
当

該
土

地
の

返
還

に
際

し
、

名
目

の
い

か
ん

を
問

わ
ず

返
還

の
代

償
を

甲
に

請
求

し
て

は
な

ら
な

い
。

１
の

各
筆

明
細

に
定

め
る

記
載

さ
れ

た
土

地
（以

下
「
当

該
土

地
」と

い
う

。
）
の

賃
借

権
又

は
使

用
貸

借
に

よ
る

権
利

は
、

本
計

画
の

公
告

に
よ

り
生

じ
る

。

１
の

各
筆

明
細

に
定

め
る

公
益

財
団

法
人

沖
縄

県
農

業
振

興
公

社
（
以

下
「
甲

」と
い

う
。

）に
よ

る
権

利
の

設
定

は
、

権
利

の
設

定
を

受
け

る
者

（以
下

「乙
」
と

い
う

。
）が

当
該

権
利

の
設

定
を

受
け

た
農

用
地

等
に

つ
い

て
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

と
き

は
、

甲
は

当
該

土
地

に
係

る
賃

貸
借

又
は

使
用

貸
借

を
解

除
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

当
該

土
地

を
適

正
に

利
用

し
て

い
な

い
と

認
め

ら
れ

る
と

き
（農

地
中

間
管

理
事

業
の

推
進

に
関

す
る

法
律

（
平

成
2
5年

法
律

第
1
01

号
。

以
下

「機
構

法
」と

い
う

。
）第

21
条

第
２

項
第

１
号

）。

甲
は

、
乙

が
災

害
そ

の
他

や
む

を
得

な
い

事
由

の
た

め
、

借
賃

の
支

払
期

限
ま

で
に

借
賃

の
支

払
を

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
に

は
、

甲
及

び
乙

が
協

議
の

上
、

相
当

と
認

め
ら

れ
る

期
日

ま
で

に
そ

の
支

払
を

猶
予

す
る

。

本
計

画
に

同
意

し
た

後
は

、
原

則
と

し
て

借
賃

の
改

定
は

行
わ

な
い

。
た

だ
し

、
同

意
し

た
後

、
当

該
借

賃
に

係
る

当
該

土
地

が
存

す
る

地
域

に
お

け
る

整
備

状
況

等
が

同
程

度
の

農
用

地
等

の
賃

料
水

準
と

比
較

し
著

し
く
差

異
が

生
じ

た
場

合
に

は
、

農
業

委
員

会
の

提
供

す
る

借
賃

等
の

動
向

等
の

情
報

等
を

勘
案

し
て

、
甲

及
び

乙
が

協
議

し
て

定
め

る
額

に
変

更
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

し
、

必
要

に
応

じ
て

市
町

村
又

は
農

業
委

員
会

の
意

見
を

聴
く
も

の
と

す
る

。

乙
が

当
該

土
地

に
永

年
作

物
及

び
ハ

ウ
ス

等
の

構
築

物
（以

下
「附

属
物

」と
い

う
。

）の
設

置
を

行
お

う
と

す
る

と
き

、
乙

は
事

前
に

土
地

所
有

者
と

協
議

し
、

そ
の

附
属

物
の

設
置

に
つ

い
て

土
地

所
有

者
の

同
意

を
得

た
後

に
設

置
す

る
も

の
と

す
る

。
ま

た
、

乙
は

土
地

所
有

者
と

附
属

物
の

取
り

扱
い

に
つ

い
て

の
確

認
書

を
か

わ
し

、
そ

の
写

し
を

甲
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

さ
ら

に
、

附
属

物
の

設
置

が
完

了
し

た
と

き
、

甲
に

対
し

て
そ

の
旨

を
通

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

乙
は

、
１

の
各

筆
明

細
に

定
め

る
期

日
ま

で
に

借
賃

を
支

払
わ

な
い

場
合

は
、

甲
に

対
し

、
支

払
期

日
の

翌
日

か
ら

支
払

日
ま

で
の

間
を

計
算

期
間

と
す

る
遅

延
損

害
金

を
支

払
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

甲
及

び
乙

は
、

農
地

法
（昭

和
27

年
法

律
第

2
2
9号

）
第

2
0条

又
は

民
法

（明
治

2
9年

法
律

第
89

号
）
第

60
9条

の
規

定
に

基
づ

き
借

賃
の

額
の

増
減

を
請

求
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
借

賃
を

改
定

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
農

地
法

第
52

条
の

農
業

委
員

会
が

提
供

す
る

借
賃

の
動

向
等

を
勘

案
し

、
甲

、
乙

及
び

土
地

所
有

者
が

協
議

し
て

定
め

る
も

の
と

す
る

。
当

該
土

地
の

一
部

が
滅

失
そ

の
他

の
事

由
に

よ
り

使
用

及
び

収
益

を
す

る
こ

と
が

で
き

な
く
な

っ
た

場
合

で
、

乙
の

責
め

に
帰

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
事

由
に

よ
る

と
き

は
、

賃
料

は
そ

の
使

用
及

び
収

益
を

す
る

こ
と

が
で

き
な

く
な

っ
た

部
分

の
割

合
に

応
じ

て
減

額
さ

れ
る

。
な

お
、

賃
料

の
減

額
の

時
期

及
び

減
額

の
割

合
に

つ
い

て
は

、
作

物
の

作
付

・収
穫

の
状

況
を

踏
ま

え
て

甲
、

乙
及

び
土

地
所

有
者

が
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

土
地

所
有

者
は

、
甲

及
び

乙
の

責
め

に
帰

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
事

由
に

よ
り

生
じ

た
当

該
土

地
の

損
耗

に
つ

い
て

、
自

ら
の

費
用

と
責

任
に

お
い

て
修

繕
す

る
。

た
だ

し
、

乙
の

自
助

努
力

に
よ

り
被

害
の

未
然

防
止

又
は

軽
減

が
可

能
で

あ
っ

た
場

合
等

に
つ

い
て

は
こ

の
限

り
で

は
な

い
。

緊
急

を
要

す
る

と
き

そ
の

他
土

地
所

有
者

に
お

い
て

修
繕

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
で

土
地

所
有

者
の

同
意

を
得

た
と

き
は

、
甲

又
は

乙
が

修
繕

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

甲
又

は
乙

が
修

繕
の

費
用

を
支

出
し

た
と

き
は

、
土

地
所

有
者

に
対

し
て

、
そ

の
費

用
の

償
還

を
請

求
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

乙
は

、
当

該
土

地
に

設
置

し
た

附
属

物
を

収
去

す
る

義
務

を
土

地
所

有
者

に
対

し
て

直
接

負
う

。
収

去
に

要
し

た
経

費
は

乙
が

負
担

し
、

甲
は

収
去

の
義

務
を

負
わ

な
い

。

乙
は

、
賃

貸
借

又
は

使
用

貸
借

が
終

了
し

た
と

き
は

、
（
８

）の
ウ

の
規

定
に

よ
る

同
意

の
ほ

か
、

土
地

所
有

者
の

同
意

が
あ

る
も

の
を

除
き

、
そ

の
終

了
の

日
か

ら
30

日
以

内
に

、
甲

に
対

し
て

、
当

該
土

地
を

原
状

に
回

復
し

て
返

還
す

る
（
ト

ラ
ク

タ
ー

等
を

用
い

て
収

穫
残

渣
及

び
雑

草
等

を
除

去
し

た
状

態
を

基
本

と
す

る
）。

た
だ

し
、

災
害

そ
の

他
の

不
可

抗
力

、
修

繕
若

し
く
は

改
良

行
為

又
は

当
該

土
地

の
通

常
の

利
用

に
よ

っ
て

生
ず

る
形

質
の

変
更

に
つ

い
て

は
、

乙
は

、
原

状
回

復
の

義
務

を
負

わ
な

い
。

イ
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
土

地
所

有
者

が
附

属
物

を
収

去
し

な
い

こ
と

に
同

意
し

て
い

る
と

き
に

限
り

、
甲

及
び

乙
は

現
状

引
き

渡
し

の
う

え
、

収
去

の
義

務
を

負
わ

な
い

も
の

と
す

る
。
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(1
1)

賃
借

権
又

は
使

用
　

貸
借

に
よ

る
権

利
に

　
関

す
る

事
項

の
変

更
　

の
禁

止
(1

2)
権

利
取

得
者

の
責

ア
乙

は
、

本
計

画
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
従

い
、

当
該

土
地

を
効

率
的

か
つ

適
正

に
利

用
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
　

務
イ

(1
3)

農
地

中
間

管
理

機
甲

が
農

地
中

間
管

理
権

を
1
5
年

以
上

有
し

て
い

る
農

用
地

等
に

つ
い

て
は

、
土

地
改

良
法

（
昭

和
2
4年

法
律

第
1
95

号
）第

87
条

の
３

第
１

項
の

土
地

改
良

事
業

が
行

わ
れ

る
こ

と
が

あ
る

。
　

構
関

連
土

地
改

良
事

　
業

に
つ

い
て

(1
4)

賃
貸

借
又

は
使

用
存

続
期

間
（
終

期
）
を

も
っ

て
賃

貸
借

又
は

使
用

貸
借

契
約

を
終

了
と

し
、

自
動

更
新

及
び

法
定

更
新

は
で

き
な

い
。

　
貸

借
契

約
の

更
新

(1
5
)土

地
の

境
界

等

(1
6
)抵

当
権

等
ア イ

当
該

権
利

の
行

使
に

伴
い

乙
が

損
害

を
受

け
た

場
合

も
、

乙
は

そ
の

損
害

の
賠

償
を

甲
に

請
求

し
な

い
も

の
と

す
る

。

(1
7
)そ

の
他

本
計

画
に

お
け

る
そ

の
他

の
特

約
事

項
は

、
別

表
３

に
定

め
る

と
お

り
と

す
る

。
な

お
、

本
計

画
に

定
め

の
な

い
事

項
及

び
本

計
画

に
関

し
疑

義
が

生
じ

た
と

き
は

、
民

法
の

規
定

に
従

い
つ

つ
、

甲
、

乙
及

び
県

が
協

議
し

て
定

め
る

。

別
表

１
　

修
繕

費
又

は
改

良
費

の
負

担
に

係
る

特
約

事
項

別
表

２
　

土
地

改
良

区
の

賦
課

金
等

に
係

る
特

約
事

項

別
表

３
　

そ
の

他
特

約
事

項

　
　

　
当

該
土

地
の

隣
接

す
る

土
地

所
有

者
等

と
境

界
の

確
認

等
の

ト
ラ

ブ
ル

が
発

生
し

た
際

に
は

、
乙

及
び

土
地

所
有

者
が

協
議

の
う

え
、

双
方

で
責

任
を

持
っ

て
解

決
す

る
も

の
と

す
る

。

甲
及

び
乙

の
支

払
額

に
つ

い
て

土
地

所
有

者
の

償
還

す
べ

き
額

及
び

方
法

備
考

当
該

土
地

に
抵

当
権

等
が

設
定

さ
れ

て
い

る
場

合
、

乙
は

そ
の

旨
を

承
諾

し
、

抵
当

権
等

の
権

利
が

行
使

さ
れ

た
場

合
は

、
権

利
者

及
び

甲
の

指
示

（解
約

、
農

地
の

明
け

渡
し

等
）に

従
う

も
の

と
す

る
。

甲
及

び
乙

並
び

に
土

地
所

有
者

の
費

用
に

関
す

る
支

払
い

区
分

の
内

容
修

繕
費

又
は

改
良

の
工

事
名

賦
課

金
等

の
種

類
負

担
区

分
の

内
容

備
　

考

特
別

賦
課

金

経
常

賦
課

金

維
持

管
理

費

甲
及

び
乙

は
、

本
計

画
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
設

定
さ

れ
る

権
利

に
関

す
る

事
項

は
変

更
し

な
い

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

甲
、

乙
及

び
県

が
協

議
の

上
、

真
に

や
む

を
得

な
い

と
認

め
ら

れ
る

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

乙
は

、
機

構
法

第
2
1条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

権
利

の
設

定
を

受
け

た
当

該
土

地
の

利
用

の
状

況
に

つ
い

て
、

甲
か

ら
報

告
を

求
め

ら
れ

た
場

合
は

、
遅

滞
な

く
こ

れ
を

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

正
当

な
理

由
に

よ
り

報
告

で
き

な
い

こ
と

が
認

め
ら

れ
た

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
は

な
い

。
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農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画

様
式

　
２

賃
借

権
又

は
使

用
貸

借
に

よ
る

権
利

の
設

定
関

係

1
．

各
筆

明
細

（
受

け
手

）
地

域
計

画
：

地
域

名
：

（
法

人
）

（所
在

地
）

理
事

長
(氏

名
又

は
名

称
）

（所
在

地
）

市
町

村
名

（
）

始
　

期
終

　
期

年
月

日
年

月
日

存
続

期
間

借
賃

の

字
地

  
  

番
地

目
の

種
類

 〔
土

地
の

利
用

目
的

〕
（
円

/㎡
）

（
円

／
年

）
支

払
方

法

1 2 3 4 5

賃
借

料
の

支
払

い
期

日
 ：

 毎
年

2
月

末
日

ま
で

に
当

該
年

度
分

賃
借

料
を

支
払

う
こ

と
と

す
る

。
た

だ
し

、
貸

付
始

期
が

1月
1
日

以
降

と
な

る
場

合
、

契
約

初
年

度
の

賃
借

料
支

払
い

期
日

は
3月

末
日

ま
で

と
す

る
。

　
こ

の
計

画
に

同
意

す
る

。
【
添

付
書

類
の

一
部

省
略

】

農
地

中
間

管
理

機
構

（
甲

）
所

在
地

（同
上

）
氏

名
公

益
財

団
法

人
沖

縄
県

農
業

振
興

公
社

理
事

長

認
可

年
月

日
計

画
N

o
.

権
利

の
設

定
を

受
け

る
者

（
乙

）
所

在
地

（同
上

）
氏

名

認
可

年
月

日
計

画
N

o
.

※
貸

付
先

決
定

区
分

【
事

業
規

程
第

6
条

第
1項

及
び

2
項

】
1 2 3 4 5

所
　

　
在

地
域

計
画

区
域

内

地
域

計
画

に
位

置
づ

け
ら

れ
た

者
へ

の
貸

付
で

あ
る

。
地

域
計

画
に

位
置

づ
け

る
こ

と
が

確
実

だ
と

見
込

ま
れ

る
者

へ
の

貸
付

で
あ

る
。

不
測

の
事

態
に

よ
る

地
域

計
画

で
定

め
た

代
替

者
へ

の
貸

付
で

あ
る

。
地

域
計

画
に

位
置

づ
け

ら
れ

た
者

へ
の

貸
し

付
け

る
ま

で
の

一
時

的
な

貸
付

で
あ

る
。

権
利

合
　

　
計

印 印

大
字

整
理

番
号

農
地

中
間

管
理

機
構

（甲
）

借
　

賃
内

　
容

(氏
名

又
は

名
称

）

公
益

財
団

法
人

沖
縄

県
農

業
振

興
公

社
南

風
原

町
字

本
部

45
3番

地
３

貸
付

先
決

定
区

分

備
考

現
況

面
　

積
(㎡

)

権
利

の
設

定
を

す
る

土
地

（
Ａ

）
（
乙

）に
設

定
す

る
権

利
（
Ｂ

）

地
域

計
画

区
域

外

権
利

の
設

定
を

受
け

る
者

（
乙

）

の
添

付
を

省
略

す
る

。
（農

地
中

間
管

理
事

業
の

推
進

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

第
1
2
条

第
３

項
第

２
号

に
該

当
）

以
下

の
促

進
計

画
に

添
付

し
た

定
款

又
は

寄
附

行
為

の
内

容
に

変
更

は
な

い
た

め
、

定
款

等
の

写
し

以
下

の
促

進
計

画
に

添
付

し
た

法
人

の
履

歴
事

項
全

部
証

明
書

の
内

容
に

変
更

は
な

い
た

め
、

履
歴

事
項

全
部

証
明

書
の

写
し

の
添

付
を

省
略

す
る

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

農
業

委
員

会
の

要
請

又
は

農
地

中
間

管
理

事
業

の
推

進
に

関
す

る
法

律
第

19
条

第
2項

の
規

程
に

よ
る

貸
付

で
あ

る
。

7



２
．

共
通

事
項

(１
)賃

借
権

又
は

使
用

貸
借

　
に

よ
る

権
利

の
設

定

(２
)賃

貸
借

又
は

使
用

　
貸

借
の

解
除

ア イ
正

当
な

理
由

が
な

く
、

機
構

法
第

21
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
報

告
を

し
な

い
と

き
（機

構
法

第
21

条
第

２
項

第
３

号
）。

ウ
農

地
法

第
６

条
の

２
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

通
知

を
受

け
た

と
き

。
エ

正
当

な
理

由
が

な
く
賃

料
を

支
払

わ
な

い
と

き
、

そ
の

他
信

義
に

反
し

た
行

為
を

行
っ

た
と

き
。

(３
)借

賃
の

支
払

猶
予

(４
)借

賃
の

増
額

又
は

減
額

ア イ ウ

(５
)転

貸
又

は
譲

渡
乙

は
、

本
計

画
に

よ
り

権
利

の
設

定
を

受
け

た
当

該
土

地
に

つ
い

て
転

貸
し

、
又

は
設

定
を

受
け

た
権

利
を

譲
渡

し
て

は
な

ら
な

い
。

(６
)遅

延
損

害
金

ア イ
遅

延
損

害
金

は
、

借
賃

の
額

に
対

し
、

年
10

.9
5パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
で

計
算

し
て

得
た

額
と

す
る

。

(７
)修

繕
及

び
改

良
ア イ ウ

甲
又

は
乙

は
、

土
地

所
有

者
の

同
意

を
得

て
当

該
土

地
の

改
良

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

た
だ

し
、

そ
の

改
良

が
軽

微
で

あ
る

場
合

に
は

土
地

所
有

者
の

同
意

を
要

し
な

い
。

エ
修

繕
費

又
は

改
良

費
の

負
担

及
び

償
還

は
、

別
表

１
に

定
め

た
も

の
を

除
き

、
民

法
、

土
地

改
良

法
（昭

和
2
4年

法
律

第
1
95

号
）等

の
法

令
に

従
う

。

(８
)附

属
物

の
設

置
等

ア イ ウ

(９
)租

税
公

課
等

の
負

担
ア

当
該

土
地

に
対

す
る

固
定

資
産

税
そ

の
他

の
租

税
は

、
当

該
土

地
の

所
有

者
が

負
担

す
る

。
イ

当
該

土
地

に
係

る
農

業
保

険
法

（昭
和

2
2年

法
律

第
1
85

号
）に

基
づ

く
共

済
掛

金
及

び
賦

課
金

は
、

乙
が

負
担

す
る

。
ウ

当
該

土
地

に
係

る
土

地
改

良
区

の
賦

課
金

等
の

負
担

に
つ

い
て

は
、

乙
と

土
地

所
有

者
の

協
議

の
上

、
別

表
２

に
定

め
る

こ
と

と
し

、
こ

れ
を

甲
は

負
担

し
な

い
。

(1
0)

当
該

農
用

地
等

の
ア

　
　

返
還

イ
乙

は
、

当
該

土
地

の
改

良
の

た
め

に
支

出
し

た
有

益
費

に
つ

い
て

は
、

そ
の

返
還

時
に

甲
及

び
当

該
土

地
の

所
有

者
に

請
求

を
し

な
い

も
の

と
す

る
。

ウ
乙

は
、

法
令

に
よ

る
権

利
の

行
使

で
あ

る
場

合
を

除
き

、
当

該
土

地
の

返
還

に
際

し
、

名
目

の
い

か
ん

を
問

わ
ず

返
還

の
代

償
を

甲
に

請
求

し
て

は
な

ら
な

い
。

イ
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
土

地
所

有
者

が
附

属
物

を
収

去
し

な
い

こ
と

に
同

意
し

て
い

る
と

き
に

限
り

、
甲

及
び

乙
は

現
状

引
き

渡
し

の
う

え
、

収
去

の
義

務
を

負
わ

な
い

も
の

と
す

る
。

本
計

画
に

同
意

し
た

後
は

、
原

則
と

し
て

借
賃

の
改

定
は

行
わ

な
い

。
た

だ
し

、
同

意
し

た
後

、
当

該
借

賃
に

係
る

当
該

土
地

が
存

す
る

地
域

に
お

け
る

整
備

状
況

等
が

同
程

度
の

農
用

地
等

の
賃

料
水

準
と

比
較

し
著

し
く
差

異
が

生
じ

た
場

合
に

は
、

農
業

委
員

会
の

提
供

す
る

借
賃

等
の

動
向

等
の

情
報

等
を

勘
案

し
て

、
甲

及
び

乙
が

協
議

し
て

定
め

る
額

に
変

更
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

し
、

必
要

に
応

じ
て

市
町

村
又

は
農

業
委

員
会

の
意

見
を

聴
く
も

の
と

す
る

。

乙
は

、
当

該
土

地
に

設
置

し
た

附
属

物
を

収
去

す
る

義
務

を
土

地
所

有
者

に
対

し
て

直
接

負
う

。
収

去
に

要
し

た
経

費
は

乙
が

負
担

し
、

甲
は

収
去

の
義

務
を

負
わ

な
い

。

乙
は

、
賃

貸
借

又
は

使
用

貸
借

が
終

了
し

た
と

き
は

、
（
８

）
の

ウ
の

規
定

に
よ

る
同

意
の

ほ
か

、
土

地
所

有
者

の
同

意
が

あ
る

も
の

を
除

き
、

そ
の

終
了

の
日

か
ら

30
日

以
内

に
、

甲
に

対
し

て
、

当
該

土
地

を
原

状
に

回
復

し
て

返
還

す
る

（ト
ラ

ク
タ

ー
等

を
用

い
て

収
穫

残
渣

及
び

雑
草

等
を

除
去

し
た

状
態

を
基

本
と

す
る

）
。

た
だ

し
、

災
害

そ
の

他
の

不
可

抗
力

、
修

繕
若

し
く
は

改
良

行
為

又
は

当
該

土
地

の
通

常
の

利
用

に
よ

っ
て

生
ず

る
形

質
の

変
更

に
つ

い
て

は
、

乙
は

、
原

状
回

復
の

義
務

を
負

わ
な

い
。

当
該

土
地

を
適

正
に

利
用

し
て

い
な

い
と

認
め

ら
れ

る
と

き
（
農

地
中

間
管

理
事

業
の

推
進

に
関

す
る

法
律

（
平

成
2
5年

法
律

第
1
01

号
。

以
下

「機
構

法
」
と

い
う

。
）
第

21
条

第
２

項
第

１
号

）
。

甲
は

、
乙

が
災

害
そ

の
他

や
む

を
得

な
い

事
由

の
た

め
、

借
賃

の
支

払
期

限
ま

で
に

借
賃

の
支

払
を

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
に

は
、

甲
及

び
乙

が
協

議
の

上
、

相
当

と
認

め
ら

れ
る

期
日

ま
で

に
そ

の
支

払
を

猶
予

す
る

。

乙
が

当
該

土
地

に
永

年
作

物
及

び
ハ

ウ
ス

等
の

構
築

物
（
以

下
「附

属
物

」と
い

う
。

）
の

設
置

を
行

お
う

と
す

る
と

き
、

乙
は

事
前

に
土

地
所

有
者

と
協

議
し

、
そ

の
附

属
物

の
設

置
に

つ
い

て
土

地
所

有
者

の
同

意
を

得
た

後
に

設
置

す
る

も
の

と
す

る
。

ま
た

、
乙

は
土

地
所

有
者

と
附

属
物

の
取

り
扱

い
に

つ
い

て
の

確
認

書
を

か
わ

し
、

そ
の

写
し

を
甲

に
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。
さ

ら
に

、
附

属
物

の
設

置
が

完
了

し
た

と
き

、
甲

に
対

し
て

そ
の

旨
を

通
知

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

乙
は

、
１

の
各

筆
明

細
に

定
め

る
期

日
ま

で
に

借
賃

を
支

払
わ

な
い

場
合

は
、

甲
に

対
し

、
支

払
期

日
の

翌
日

か
ら

支
払

日
ま

で
の

間
を

計
算

期
間

と
す

る
遅

延
損

害
金

を
支

払
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

甲
及

び
乙

は
、

農
地

法
（昭

和
2
7年

法
律

第
2
29

号
）第

2
0条

又
は

民
法

（
明

治
29

年
法

律
第

89
号

）第
6
09

条
の

規
定

に
基

づ
き

借
賃

の
額

の
増

減
を

請
求

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

借
賃

を
改

定
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

農
地

法
第

52
条

の
農

業
委

員
会

が
提

供
す

る
借

賃
の

動
向

等
を

勘
案

し
、

甲
、

乙
及

び
土

地
所

有
者

が
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

当
該

土
地

の
一

部
が

滅
失

そ
の

他
の

事
由

に
よ

り
使

用
及

び
収

益
を

す
る

こ
と

が
で

き
な

く
な

っ
た

場
合

で
、

乙
の

責
め

に
帰

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
事

由
に

よ
る

と
き

は
、

賃
料

は
そ

の
使

用
及

び
収

益
を

す
る

こ
と

が
で

き
な

く
な

っ
た

部
分

の
割

合
に

応
じ

て
減

額
さ

れ
る

。
な

お
、

賃
料

の
減

額
の

時
期

及
び

減
額

の
割

合
に

つ
い

て
は

、
作

物
の

作
付

・収
穫

の
状

況
を

踏
ま

え
て

甲
、

乙
及

び
土

地
所

有
者

が
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

土
地

所
有

者
は

、
甲

及
び

乙
の

責
め

に
帰

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
事

由
に

よ
り

生
じ

た
当

該
土

地
の

損
耗

に
つ

い
て

、
自

ら
の

費
用

と
責

任
に

お
い

て
修

繕
す

る
。

た
だ

し
、

乙
の

自
助

努
力

に
よ

り
被

害
の

未
然

防
止

又
は

軽
減

が
可

能
で

あ
っ

た
場

合
等

に
つ

い
て

は
こ

の
限

り
で

は
な

い
。

緊
急

を
要

す
る

と
き

そ
の

他
土

地
所

有
者

に
お

い
て

修
繕

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
で

土
地

所
有

者
の

同
意

を
得

た
と

き
は

、
甲

又
は

乙
が

修
繕

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

甲
又

は
乙

が
修

繕
の

費
用

を
支

出
し

た
と

き
は

、
土

地
所

有
者

に
対

し
て

、
そ

の
費

用
の

償
還

を
請

求
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

１
の

各
筆

明
細

に
定

め
る

記
載

さ
れ

た
土

地
（
以

下
「当

該
土

地
」
と

い
う

。
）の

賃
借

権
又

は
使

用
貸

借
に

よ
る

権
利

は
、

本
計

画
の

公
告

に
よ

り
生

じ
る

。

１
の

各
筆

明
細

に
定

め
る

公
益

財
団

法
人

沖
縄

県
農

業
振

興
公

社
（以

下
「
甲

」と
い

う
。

）に
よ

る
権

利
の

設
定

は
、

権
利

の
設

定
を

受
け

る
者

（
以

下
「乙

」
と

い
う

。
）が

当
該

権
利

の
設

定
を

受
け

た
農

用
地

等
に

つ
い

て
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

と
き

は
、

甲
は

当
該

土
地

に
係

る
賃

貸
借

又
は

使
用

貸
借

を
解

除
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
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(1
1)

賃
借

権
又

は
使

用
　

貸
借

に
よ

る
権

利
に

　
関

す
る

事
項

の
変

更
　

の
禁

止
(1

2)
権

利
取

得
者

の
責

ア
乙

は
、

本
計

画
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
従

い
、

当
該

土
地

を
効

率
的

か
つ

適
正

に
利

用
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
　

務
イ

(1
3)

農
地

中
間

管
理

機
甲

が
農

地
中

間
管

理
権

を
15

年
以

上
有

し
て

い
る

農
用

地
等

に
つ

い
て

は
、

土
地

改
良

法
（昭

和
2
4年

法
律

第
1
95

号
）第

8
7条

の
３

第
１

項
の

土
地

改
良

事
業

が
行

わ
れ

る
こ

と
が

あ
る

。
　

構
関

連
土

地
改

良
事

　
業

に
つ

い
て

(1
4)

賃
貸

借
又

は
使

用
存

続
期

間
（
終

期
）を

も
っ

て
賃

貸
借

又
は

使
用

貸
借

契
約

を
終

了
と

し
、

自
動

更
新

及
び

法
定

更
新

は
で

き
な

い
。

　
貸

借
契

約
の

更
新

(1
5)

土
地

の
境

界
等

(1
6)

抵
当

権
等

ア イ
当

該
権

利
の

行
使

に
伴

い
乙

が
損

害
を

受
け

た
場

合
も

、
乙

は
そ

の
損

害
の

賠
償

を
甲

に
請

求
し

な
い

も
の

と
す

る
。

(1
7)

そ
の

他
本

計
画

に
お

け
る

そ
の

他
の

特
約

事
項

は
、

別
表

３
に

定
め

る
と

お
り

と
す

る
。

な
お

、
本

計
画

に
定

め
の

な
い

事
項

及
び

本
計

画
に

関
し

疑
義

が
生

じ
た

と
き

は
、

民
法

の
規

定
に

従
い

つ
つ

、
甲

、
乙

及
び

県
が

協
議

し
て

定
め

る
。

別
表

１
　

修
繕

費
又

は
改

良
費

の
負

担
に

係
る

特
約

事
項

別
表

２
　

土
地

改
良

区
の

賦
課

金
等

に
係

る
特

約
事

項

別
表

３
　

そ
の

他
特

約
事

項

特
別

賦
課

金

甲
及

び
乙

は
、

本
計

画
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
設

定
さ

れ
る

権
利

に
関

す
る

事
項

は
変

更
し

な
い

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

甲
、

乙
及

び
県

が
協

議
の

上
、

真
に

や
む

を
得

な
い

と
認

め
ら

れ
る

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。 乙

は
、

機
構

法
第

21
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

権
利

の
設

定
を

受
け

た
当

該
土

地
の

利
用

の
状

況
に

つ
い

て
、

甲
か

ら
報

告
を

求
め

ら
れ

た
場

合
は

、
遅

滞
な

く
こ

れ
を

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

正
当

な
理

由
に

よ
り

報
告

で
き

な
い

こ
と

が
認

め
ら

れ
た

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
は

な
い

。

甲
及

び
乙

の
支

払
額

に
つ

い
て

土
地

所
有

者
の

償
還

す
べ

き
額

及
び

方
法

備
考

甲
及

び
乙

並
び

に
土

地
所

有
者

の
費

用
に

関
す

る
支

払
い

区
分

の
内

容
修

繕
費

又
は

改
良

の
工

事
名

当
該

土
地

に
抵

当
権

等
が

設
定

さ
れ

て
い

る
場

合
、

乙
は

そ
の

旨
を

承
諾

し
、

抵
当

権
等

の
権

利
が

行
使

さ
れ

た
場

合
は

、
権

利
者

及
び

甲
の

指
示

（
解

約
、

農
地

の
明

け
渡

し
等

）に
従

う
も

の
と

す
る

。

　
　

　
当

該
土

地
の

隣
接

す
る

土
地

所
有

者
等

と
境

界
の

確
認

等
の

ト
ラ

ブ
ル

が
発

生
し

た
際

に
は

、
乙

及
び

土
地

所
有

者
が

協
議

の
う

え
、

双
方

で
責

任
を

持
っ

て
解

決
す

る
も

の
と

す
る

。

経
常

賦
課

金

維
持

管
理

費

賦
課

金
等

の
種

類
負

担
区

分
の

内
容

備
　

考
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様
式

３

賃
借

権
の

設
定

等
を

受
け

る
者

の
農

業
経

営
の

状
況

等
該

当
す

る
場

合
は

太
枠

内
に

○
を

記
載

　
※

1

才

人

 人
日

人

【
法

律
事

項
】

【
地

域
計

画
区

域
外

の
場

合
に

記
載

】

　
※

1
50

日
未

満
の

場
合

の
み

記
載

当
該

作
物

に
必

要
な

年
間

農
作

業
従

事
日

数

（
作

物
名

日
）

(記
載

注
意

)

雇
用

労
働

力
（
Ｄ

）

氏
名

住
所

地
、

拠
点

と
な

る
場

所
等

数
量

（年
間

延
日

数
）

㎡

そ
の

他
の

従
事

者

主
と

し
て

農
業

に
従

事
す

る
者

従
と

し
て

農
業

に
従

事
す

る
者

世
帯

員 市
町

村

㎡ ㎡

　
（
Ａ

）

権
利

設
定

等
を

受
け

る
者

が
耕

作
又

は
養

畜
の

事
業

に
供

し
て

い
る

農
用

地
の

面
積

農
畜

産
物

名
等

農
業

従
事

者

人

【
農

作
業

に
常

時
従

事
す

る
と

認
め

ら
れ

な
い

場
合

に
記

載
】地

域
の

農
業

に
お

け
る

他
の

農
業

者
と

の
役

割
分

担
の

計
画

貸
付

け
後

も
農

作
業

に
年

間
1
50

日
以

上
従

事
す

る
と

見
込

ま
れ

る
。

(年
間

15
0日

未
満

で
あ

っ
て

も
作

物
に

応
じ

た
必

要
な

農
作

業
従

事
日

数
で

あ
る

)

該
当

の
理

由
　

(当
該

番
号

の
黒

枠
に

○
(複

数
可

)、
カ

ッ
コ

内
は

記
入

)

②
年

間
農

作
業

従
事

日
数

　

要
件

該
当

貸
付

け
後

も
全

農
地

を
効

率
的

に
利

用
す

る
と

認
め

ら
れ

る
（
保

有
・借

受
農

地
を

適
正

に
利

用
し

て
い

る
）
。

①

④ ⑤③ ⑥

要
件

農
業

経
営

の
規

模
拡

大
又

は
経

営
耕

地
の

分
散

錯
圃

の
解

消
に

資
す

る
も

の
で

あ
る

既
に

効
率

的
か

つ
安

定
的

な
農

業
経

営
を

行
っ

て
い

る
農

業
者

の
経

営
に

支
障

を
及

ぼ
さ

な
い

も
の

で
あ

る

該
当

当
該

計
画

は
、

地
域

農
業

の
健

全
な

発
展

を
旨

と
し

つ
つ

、
公

平
・適

正
に

調
整

さ
れ

た
も

の
で

あ
る

新
規

参
入

を
し

た
者

が
効

率
的

か
つ

安
定

的
な

農
業

経
営

を
目

指
し

て
い

け
る

も
の

で
あ

る

主
た

る
従

事
者

農
作

業
に

従
事

す
る

者
の

配
置

の
状

況
（
Ｇ

）
※

2

（
個

人
農

業
者

）

氏
　

名
性

別
年

齢

生
年

月
日

　
※

1
　

農
地

中
間

管
理

事
業

の
推

進
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
第

12
条

第
３

項
第

１
号

に
該

当
す

る
場

合
は

、
上

記
太

枠
内

に
○

を
記

載
し

た
う

え
で

（
Ｃ

）～
（Ｆ

）及
び

「
地

域
の

農
業

に
お

け
る

他
の

農
業

者
と

の
役

割
分

担
の

計
画

」
へ

の
記

載
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

農
作

業
従

事
日

数
日

現
に

機
構

か
ら

賃
借

権
等

の
設

定
を

受
け

て
い

る
下

記
の

者
に

、
当

該
権

利
に

係
る

農
用

地
等

に
つ

い
て

再
度

賃
借

権
等

の
設

定
を

行
う

た
め

、
一

部
事

項
を

省
略

し
ま

す
。

（農
地

中
間

管
理

事
業

の
推

進
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
第

12
条

第
３

項
第

１
号

に
該

当
）

賃
借

料
の

支
払

い
状

況
地

域
計

画
区

分
担

い
手

区
分

権
利

設
定

等
を

受
け

る
者

が
権

利
設

定
等

を
受

け
た

後
に

行
う

耕
作

又
は

養
畜

の
事

業
が

、
権

利
設

定
等

を
受

け
る

農
用

地
等

の
周

辺
の

農
用

地
の

農
業

上
の

利
用

に
及

ぼ
す

こ
と

が
見

込
ま

れ
る

影
響

（
F
）

　
※

２
　

(G
)欄

の
「
農

作
業

に
従

事
す

る
者

の
配

置
の

状
況

」
に

つ
い

て
は

、
（
Ａ

）
欄

に
係

る
土

地
が

複
数

市
町

村
に

ま
た

が
る

場
合

の
み

、
市

町
村

別
に

記
載

す
る

（
隣

接
市

町
村

な
ど

で
配

置
が

同
じ

場
合

は
、

該
当

す
る

市
町

村
名

を
列

記
す

る
。

）
。

な
お

、
「住

所
地

、
拠

点
と

な
る

場
所

等
」
は

、
市

町
村

名
を

記
載

す
る

。

権
利

設
定

等
を

受
け

る
者

の
主

た
る

経
営

作
目

（
Ｅ

）

権
利

設
定

等
を

受
け

る
者

の
世

帯
員

の
農

作
業

従
事

及
び

雇
用

労
働

力
の

状
況

権
利

設
定

等
を

受
け

る
者

の
主

な
家

畜
の

飼
養

状
況

権
利

設
定

等
を

受
け

る
者

の
主

な
農

機
具

の
所

有
の

状
況

種
類

数
量

種
類

人

農
用

地
等

合
計

農
地

採
草

放
牧

地

（
Ｂ

）
（
Ｃ

）
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様
式

４

賃
借

権
の

設
定

等
を

受
け

る
者

の
農

業
経

営
の

状
況

等
※

該
当

す
る

場
合

は
太

枠
内

に
○

を
記

載

農
地

所
有

適
格

法
人

以
外

の
法

人

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

農
用

地
合

計

農
　

地

採
草

放
牧

地

㎡ ㎡ ㎡

種
類

数
量

数
量

農
地

中
間

管
理

事
業

の
推

進
に

関
す

る
法

律
第

1
9
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
意

見
を

聴
い

た
結

果
、

農
業

委
員

会
が

、
賃

借
権

の
設

定
等

を
受

け
る

者
が

農
地

所
有

適
格

法
人

で
あ

る
と

認
め

た
た

め
、

一
部

事
項

を
省

略
し

ま
す

。
（
農

地
中

間
管

理
事

業
の

推
進

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

第
1
2
条

第
３

項
第

３
号

に
該

当
）

現
に

機
構

か
ら

賃
借

権
等

の
設

定
を

受
け

て
い

る
下

記
の

者
に

、
当

該
権

利
に

係
る

農
用

地
等

に
つ

い
て

再
度

賃
借

権
等

の
設

定
を

行
う

た
め

、
一

部
事

項
を

省
略

し
ま

す
。

（
農

地
中

間
管

理
事

業
の

推
進

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

第
1
2
条

第
３

項
第

１
号

に
該

当
）

（
Ｅ

）
（
Ｆ

）

（
Ａ

）

農
畜

産
物

名
関

連
事

業
等

の
内

容
左

記
以

外
の

事
業

の
内

容

現
在

現
在

現
在

権
利

設
定

等
を

受
け

る
法

人
が

耕
作

又
は

養
畜

の
事

業
に

供
し

て
い

る
農

用
地

の
面

積

権
利

設
定

等
を

受
け

る
法

人
の

事
業

の
状

況
（Ｂ

）

権
利

設
定

等
を

受
け

る
法

人
の

主
な

家
畜

の
飼

育
状

況

権
利

設
定

等
を

受
け

る
法

人
の

主
な

農
機

具
の

所
有

の
状

況

事
　

業
　

の
　

種
　

類

種
類

権
利

取
得

後
権

利
取

得
後

権
利

取
得

後

農
　

　
　

　
業

左
記

以
外

の
事

業

　
　

　
　

　
事

業
の

実
施

状
況

及
び

事
業

計
画

 （
売

上
高

）

3
年

前
3
年

前

2
年

前
2
年

前

1
年

前
1
年

前

人
日

2
年

目
2
年

目

3
年

目
3
年

目

初
年

度
初

年
度

雇
用

労
働

力
（
年

間
延

日
数

）

賃
借

料
の

支
払

い
状

況
担

い
手

区
分

地
域

計
画

区
分

設
立

年
月

日
法

人
名

権
利

設
定

等
を

受
け

る
者

が
権

利
設

定
等

を
受

け
た

後
に

行
う

耕
作

又
は

養
畜

の
事

業
が

、
権

利
設

定
等

を
受

け
る

農
用

地
等

の
周

辺
の

農
用

地
の

農
業

上
の

利
用

に
及

ぼ
す

こ
と

が
見

込
ま

れ
る

影
響 （
Ｇ

）
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【
法

律
事

項
】

【
地

域
計

画
区

域
外

の
場

合
に

記
載

】

　
※

1
50

日
未

満
の

場
合

の
み

記
載

当
該

作
物

に
必

要
な

年
間

農
作

業
従

事
日

数

（
作

物
名

日
)

(記
載

注
意

)

※
(H

)欄
の

「
農

作
業

に
従

事
す

る
者

の
配

置
の

状
況

」
に

つ
い

て
、

（
Ａ

）
欄

に
係

る
土

地
が

複
数

市
町

村
に

ま
た

が
る

場
合

の
み

、
市

町
村

別
に

記
載

す
る

（
隣

接
市

町
村

な
ど

で
配

置
が

同
じ

場
合

は
、

該
当

す
る

市
町

村
名

を
列

記
す

る
。

）
。

な
お

、
「
住

所
地

、
拠

点
と

な
る

場
所

等
」
は

、
市

町
村

名
を

記
載

す
る

。

氏
名

・
名

称

法
人

と
構

成
員

と
の

取
引

関
係

等
の

内
容

法
人

へ
の

農
地

等
の

権
利

設
定

・
移

転
年

間
農

業
従

事
日

数

氏
　

名

年
間

農
業

従
事

日
数

権
利

設
定

等
を

受
け

る
法

人
の

構
成

員
の

状
況

（
Ｃ

）
権

利
設

定
等

を
受

け
る

法
人

の
業

務
執

行
役

員
の

状
況

（
Ｄ

）

面
積

(㎡
)

前
年

実
績

見
込

み

議
決

権
又

は
株

式
の

数

株
主

総
会

種
類

株
主

総
会

農
業

関
係 者

⑥

②

貸
付

け
後

も
農

作
業

に
年

間
1
5
0
日

以
上

従
事

す
る

と
見

込
ま

れ
る

。
(年

間
1
5
0
日

未
満

で
あ

っ
て

も
作

物
に

応
じ

た
必

要
な

農
作

業
従

事
日

数
で

あ
る

)

④
既

に
効

率
的

か
つ

安
定

的
な

農
業

経
営

を
行

っ
て

い
る

農
業

者
の

経
営

に
支

障
を

及
ぼ

さ
な

い
も

の
で

あ
る

年
間

農
作

業
従

事
日

数
　

⑤
新

規
参

入
を

し
た

者
が

効
率

的
か

つ
安

定
的

な
農

業
経

営
を

目
指

し
て

い
け

る
も

の
で

あ
る

【
農

地
所

有
適

格
法

人
以

外
の

法
人

の
場

合
に

記
載

】
地

域
の

農
業

に
お

け
る

他
の

農
業

者
と

の
役

割
分

担
の

計
画

当
該

計
画

は
、

地
域

農
業

の
健

全
な

発
展

を
旨

と
し

つ
つ

、
公

平
・
適

正
に

調
整

さ
れ

た
も

の
で

あ
る

前
年

実
績

見
込

み
前

年
実

績
見

込
み

住
　

　
　

所
年

間
農

作
業

従
事

日
数

権
利

の
種

類

①
貸

付
け

後
も

全
農

地
を

効
率

的
に

利
用

す
る

と
認

め
ら

れ
る

（
保

有
・
借

受
農

地
を

適
正

に
利

用
し

て
い

る
）
。

③

市
町

村
氏

名
住

所
地

、
拠

点
と

な
る

場
所

等

　
農

作
業

に
従

事
す

る
者

の
配

置
の

状
況

（Ｈ
）
※

農
業

経
営

の
規

模
拡

大
又

は
経

営
耕

地
の

分
散

錯
圃

の
解

消
に

資
す

る
も

の
で

あ
る

該
当

の
理

由
　

(当
該

番
号

の
黒

枠
に

○
(複

数
可

)、
カ

ッ
コ

内
は

記
入

)
要

件
該

当
要

件
該

当
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農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画

様
式

　
５

賃
借

権
又

は
使

用
貸

借
に

よ
る

権
利

の
移

転
関

係
1
．

各
筆

明
細

地
域

計
画

：
地

域
名

：
(氏

名
又

は
名

称
）

（
住

所
）

(氏
名

又
は

名
称

）
（
住

所
）

市
町

村
名

（
）

始
　

期
終

　
期

年
月

日
年

月
日

存
続

期
間

借
賃

の

字
地

  
  
番

地
目

の
種

類
 〔
土

地
の

利
用

目
的

〕
（
円

/㎡
）

（円
／

年
）

支
払

方
法

1 2 3 4 5

賃
借

料
の

支
払

い
期

日
 ：

 毎
年

2月
末

日
ま

で
に

当
該

年
度

分
賃

借
料

を
支

払
う

こ
と

と
す

る
。

た
だ

し
、

貸
付

始
期

が
1月

1
日

以
降

と
な

る
場

合
、

契
約

初
年

度
の

賃
借

料
支

払
い

期
日

は
3
月

末
日

ま
で

と
す

る
。

　
こ

の
計

画
に

同
意

す
る

。
【添

付
書

類
の

一
部

省
略

】

権
利

の
移

転
を

す
る

者
（
甲

）
住

所
（
同

上
）

氏
名

認
可

年
月

日
計

画
N

o
.

権
利

の
移

転
 を

受
け

る
者

（乙
）

住
所

（
同

上
）

氏
名

（
署

名
）

農
地

中
間

管
理

機
構

所
在

地
南

風
原

町
字

本
部

45
3番

地
３

認
可

年
月

日
計

画
N

o
.

公
益

財
団

法
人

沖
縄

県
農

業
振

興
公

社

理
事

長

整
理

番
号

権
利

の
移

転
を

す
る

者
（甲

）

権
利

の
移

転
を

受
け

る
者

（
乙

）

（乙
）
に

移
転

す
る

権
利

（Ｂ
）

所
　

　
在

権
利

の
移

転
を

す
る

土
地

（
Ａ

）

備
考

以
下

の
促

進
計

画
に

添
付

し
た

定
款

又
は

寄
附

行
為

の
内

容
に

変
更

は
な

い
た

め
、

定
款

等
の

写
し

の
添

付
を

省
略

す
る

。
（
農

地
中

間
管

理
事

業
の

推
進

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

第
1
2
条

第
３

項
第

２
号

に
該

当
）

以
下

の
促

進
計

画
に

添
付

し
た

法
人

の
履

歴
事

項
全

部
証

明
書

の
内

容
に

変
更

は
な

い
た

め
、

履
歴

事
項

全
部

証
明

書
の

写
し

の
添

付
を

省
略

す
る

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

現
況

面
　

積
(㎡

)

権
利

借
　

賃
内

　
容

印
氏

名

大
字

合
　

　
計

印 印

貸
付

先
決

定
区

分

13



(１
)賃

借
権

又
は

使
用

貸
借

　
に

よ
る

権
利

の
設

定

(２
)賃

貸
借

又
は

使
用

　
貸

借
の

解
除

ア イ
正

当
な

理
由

が
な

く
、

機
構

法
第

21
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
報

告
を

し
な

い
と

き
（機

構
法

第
2
1条

第
２

項
第

３
号

）
。

ウ
農

地
法

第
６

条
の

２
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

通
知

を
受

け
た

と
き

。
エ

正
当

な
理

由
が

な
く
賃

料
を

支
払

わ
な

い
と

き
、

そ
の

他
信

義
に

反
し

た
行

為
を

行
っ

た
と

き
。

(３
)借

賃
の

支
払

猶
予

(４
)借

賃
の

増
額

又
は

減
額

ア イ ウ

(５
)転

貸
又

は
譲

渡
乙

は
、

本
計

画
に

よ
り

権
利

の
移

転
を

受
け

た
当

該
土

地
に

つ
い

て
転

貸
し

、
又

は
移

転
を

受
け

た
権

利
を

譲
渡

し
て

は
な

ら
な

い
。

(６
)遅

延
損

害
金

ア イ
遅

延
損

害
金

は
、

借
賃

の
額

に
対

し
、

年
1
0.

95
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
で

計
算

し
て

得
た

額
と

す
る

。

(７
)修

繕
及

び
改

良
ア イ ウ

甲
又

は
乙

は
、

土
地

所
有

者
の

同
意

を
得

て
当

該
土

地
の

改
良

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

た
だ

し
、

そ
の

改
良

が
軽

微
で

あ
る

場
合

に
は

土
地

所
有

者
の

同
意

を
要

し
な

い
。

エ
修

繕
費

又
は

改
良

費
の

負
担

及
び

償
還

は
、

別
表

１
に

定
め

た
も

の
を

除
き

、
民

法
、

土
地

改
良

法
（
昭

和
2
4年

法
律

第
1
95

号
）等

の
法

令
に

従
う

。

(８
)附

属
物

の
設

置
等

ア イ ウ

(９
)租

税
公

課
等

の
負

担
ア

当
該

土
地

に
対

す
る

固
定

資
産

税
そ

の
他

の
租

税
は

、
当

該
土

地
の

所
有

者
が

負
担

す
る

。
イ

当
該

土
地

に
係

る
農

業
保

険
法

（
昭

和
22

年
法

律
第

18
5号

）
に

基
づ

く
共

済
掛

金
及

び
賦

課
金

は
、

乙
が

負
担

す
る

。

ウ
当

該
土

地
に

係
る

土
地

改
良

区
の

賦
課

金
等

の
負

担
に

つ
い

て
は

、
乙

と
土

地
所

有
者

の
協

議
の

上
、

別
表

２
に

定
め

る
こ

と
と

し
、

こ
れ

を
甲

は
負

担
し

な
い

。

１
の

各
筆

明
細

に
定

め
る

公
益

財
団

法
人

沖
縄

県
農

業
振

興
公

社
（
以

下
「機

構
」
と

い
う

。
）
に

よ
る

賃
借

権
又

は
使

用
貸

借
に

よ
る

権
利

の
移

転
は

、
権

利
の

移
転

を
受

け
る

者
（
以

下
「乙

」
と

い
う

。
）が

当
該

権
利

の
移

転
を

受
け

た
農

用
地

等
に

つ
い

て
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

と
き

は
、

機
構

は
当

該
土

地
に

係
る

賃
貸

借
又

は
使

用
貸

借
を

解
除

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
当

該
土

地
を

適
正

に
利

用
し

て
い

な
い

と
認

め
ら

れ
る

と
き

(農
地

中
間

管
理

事
業

の
推

進
に

関
す

る
法

律
(平

成
25

年
法

律
第

10
1号

。
以

下
「機

構
法

」
と

い
う

。
)第

2
1条

第
2
項

第
1号

)。

乙
は

、
１

の
各

筆
明

細
に

定
め

る
期

日
ま

で
に

借
賃

を
支

払
わ

な
い

場
合

は
、

甲
に

対
し

、
支

払
期

日
の

翌
日

か
ら

支
払

日
ま

で
の

間
を

計
算

期
間

と
す

る
遅

延
損

害
金

を
支

払
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

土
地

所
有

者
は

、
甲

及
び

乙
の

責
め

に
帰

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
事

由
に

よ
り

生
じ

た
当

該
土

地
の

損
耗

に
つ

い
て

、
自

ら
の

費
用

と
責

任
に

お
い

て
修

繕
す

る
。

た
だ

し
、

乙
の

自
助

努
力

に
よ

り
被

害
の

未
然

防
止

又
は

軽
減

が
可

能
で

あ
っ

た
場

合
等

に
つ

い
て

は
こ

の
限

り
で

は
な

い
。

緊
急

を
要

す
る

と
き

そ
の

他
土

地
所

有
者

に
お

い
て

修
繕

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
で

土
地

所
有

者
の

同
意

を
得

た
と

き
は

、
甲

又
は

乙
が

修
繕

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

甲
又

は
乙

が
修

繕
の

費
用

を
支

出
し

た
と

き
は

、
土

地
所

有
者

に
対

し
て

、
そ

の
費

用
の

償
還

を
請

求
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

乙
が

当
該

土
地

に
永

年
作

物
及

び
ハ

ウ
ス

等
の

構
築

物
（
以

下
「附

属
物

」
と

い
う

。
）の

設
置

を
行

お
う

と
す

る
と

き
、

乙
は

事
前

に
土

地
所

有
者

と
協

議
し

、
そ

の
附

属
物

の
設

置
に

つ
い

て
土

地
所

有
者

の
同

意
を

得
た

後
に

設
置

す
る

も
の

と
す

る
。

ま
た

、
乙

は
土

地
所

有
者

と
附

属
物

の
取

り
扱

い
に

つ
い

て
の

確
認

書
を

か
わ

し
、

そ
の

写
し

を
甲

に
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。
さ

ら
に

、
附

属
物

の
設

置
が

完
了

し
た

と
き

、
甲

に
対

し
て

そ
の

旨
を

通
知

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

乙
は

、
当

該
土

地
に

設
置

し
た

附
属

物
を

収
去

す
る

義
務

を
土

地
所

有
者

に
対

し
て

直
接

負
う

。
収

去
に

要
し

た
経

費
は

乙
が

負
担

し
、

甲
は

収
去

の
義

務
を

負
わ

な
い

。
イ

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

土
地

所
有

者
が

附
属

物
を

収
去

し
な

い
こ

と
に

同
意

し
て

い
る

と
き

に
限

り
、

甲
及

び
乙

は
現

状
引

き
渡

し
の

う
え

、
収

去
の

義
務

を
負

わ
な

い
も

の
と

す
る

。

甲
及

び
乙

は
、

農
地

法
（
昭

和
27

年
法

律
第

22
9号

）
第

20
条

又
は

民
法

（明
治

2
9
年

法
律

第
89

号
）第

6
09

条
の

規
定

に
基

づ
き

借
賃

の
額

の
増

減
を

請
求

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

借
賃

を
改

定
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

農
地

法
第

5
2条

の
農

業
委

員
会

が
提

供
す

る
借

賃
の

動
向

等
を

勘
案

し
、

甲
、

乙
及

び
土

地
所

有
者

が
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

当
該

土
地

の
一

部
が

滅
失

そ
の

他
の

事
由

に
よ

り
使

用
及

び
収

益
を

す
る

こ
と

が
で

き
な

く
な

っ
た

場
合

で
、

乙
の

責
め

に
帰

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
事

由
に

よ
る

と
き

は
、

賃
料

は
そ

の
使

用
及

び
収

益
を

す
る

こ
と

が
で

き
な

く
な

っ
た

部
分

の
割

合
に

応
じ

て
減

額
さ

れ
る

。
な

お
、

賃
料

の
減

額
の

時
期

及
び

減
額

の
割

合
に

つ
い

て
は

、
作

物
の

作
付

・収
穫

の
状

況
を

踏
ま

え
て

甲
、

乙
及

び
土

地
所

有
者

が
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

本
計

画
に

同
意

し
た

後
は

、
原

則
と

し
て

借
賃

の
改

定
は

行
わ

な
い

。
た

だ
し

、
同

意
し

た
後

、
当

該
借

賃
に

係
る

当
該

土
地

が
存

す
る

地
域

に
お

け
る

整
備

状
況

等
が

同
程

度
の

農
用

地
等

の
賃

料
水

準
と

比
較

し
著

し
く
差

異
が

生
じ

た
場

合
に

は
、

農
業

委
員

会
の

提
供

す
る

借
賃

等
の

動
向

等
の

情
報

等
を

勘
案

し
て

、
甲

及
び

乙
が

協
議

し
て

定
め

る
額

に
変

更
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

し
、

必
要

に
応

じ
て

市
町

村
又

は
農

業
委

員
会

の
意

見
を

聴
く
も

の
と

す
る

。

　
こ

の
農

用
地

利
用

集
積

等
促

進
計

画
（
以

下
「本

計
画

」
と

い
う

。
）の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
移

転
さ

れ
る

権
利

は
、

１
の

各
筆

明
細

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

本
計

画
に

定
め

の
な

い
事

項
及

び
本

計
画

に
関

し
疑

義
が

生
じ

た
と

き
に

は
、

甲
、

乙
、

及
び

農
地

中
間

管
理

機
構

が
協

議
す

る
。

１
の

各
筆

明
細

に
定

め
る

記
載

さ
れ

た
土

地
（以

下
「
当

該
土

地
」と

い
う

。
）
の

賃
借

権
又

は
使

用
貸

借
に

よ
る

権
利

は
、

本
計

画
の

公
告

に
よ

り
生

じ
る

。

機
構

は
、

乙
が

災
害

そ
の

他
や

む
を

得
な

い
事

由
の

た
め

、
借

賃
の

支
払

期
限

ま
で

に
借

賃
の

支
払

を
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

に
は

、
甲

及
び

乙
が

協
議

の
上

、
相

当
と

認
め

ら
れ

る
期

日
ま

で
に

そ
の

支
払

を
猶

予
す

る
。
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(1
0
)当

該
農

用
地

等
の

ア
　

　
返

還

イ
乙

は
、

当
該

土
地

の
改

良
の

た
め

に
支

出
し

た
有

益
費

に
つ

い
て

は
、

そ
の

返
還

時
に

機
構

及
び

当
該

土
地

の
所

有
者

に
請

求
を

し
な

い
も

の
と

す
る

。
ウ

乙
は

、
法

令
に

よ
る

権
利

の
行

使
で

あ
る

場
合

を
除

き
、

当
該

土
地

の
返

還
に

際
し

、
名

目
の

い
か

ん
を

問
わ

ず
返

還
の

代
償

を
機

構
に

請
求

し
て

は
な

ら
な

い
。

(1
1
)賃

借
権

又
は

使
用

　
貸

借
に

よ
る

権
利

に
　

関
す

る
事

項
の

変
更

　
の

禁
止

(1
2
)権

利
取

得
者

の
責

ア
乙

は
、

本
計

画
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
従

い
、

当
該

土
地

を
効

率
的

か
つ

適
正

に
利

用
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
　

務
イ

(1
3
)農

地
中

間
管

理
機

機
構

が
農

地
中

間
管

理
権

を
1
5年

以
上

有
し

て
い

る
農

用
地

等
に

つ
い

て
は

、
土

地
改

良
法

（
昭

和
24

年
法

律
第

1
95

号
）第

8
7条

の
３

第
１

項
の

土
地

改
良

事
業

が
行

わ
れ

る
こ

と
が

あ
る

。
　

構
関

連
土

地
改

良
事

　
業

に
つ

い
て

(1
4
)賃

貸
借

又
は

使
用

存
続

期
間

（
終

期
）を

も
っ

て
賃

貸
借

又
は

使
用

貸
借

契
約

を
終

了
と

し
、

自
動

更
新

及
び

法
定

更
新

は
で

き
な

い
。

　
貸

借
契

約
の

更
新

(1
5
)土

地
の

境
界

等

(1
6
)抵

当
権

等
ア イ

当
該

権
利

の
行

使
に

伴
い

乙
が

損
害

を
受

け
た

場
合

も
、

乙
は

そ
の

損
害

の
賠

償
を

甲
に

請
求

し
な

い
も

の
と

す
る

。

(1
7
)そ

の
他

本
計

画
に

お
け

る
そ

の
他

の
特

約
事

項
は

、
別

表
３

に
定

め
る

と
お

り
と

す
る

。

な
お

、
本

計
画

に
定

め
の

な
い

事
項

及
び

本
計

画
に

関
し

疑
義

が
生

じ
た

と
き

は
、

民
法

の
規

定
に

従
い

つ
つ

、
甲

、
乙

及
び

県
が

協
議

し
て

定
め

る
。

別
表

１
　

修
繕

費
又

は
改

良
費

の
負

担
に

係
る

特
約

事
項

別
表

２
　

土
地

改
良

区
の

賦
課

金
等

に
係

る
特

約
事

項

別
表

３
　

そ
の

他
特

約
事

項

乙
は

、
賃

貸
借

又
は

使
用

貸
借

が
終

了
し

た
と

き
は

、
（７

）の
イ

の
規

定
に

よ
る

同
意

の
ほ

か
、

土
地

所
有

者
の

同
意

が
あ

る
も

の
を

除
き

、
そ

の
終

了
の

日
か

ら
30

日
以

内
に

、
機

構
に

対
し

て
、

当
該

土
地

を
原

状
に

回
復

し
て

返
還

す
る

（ト
ラ

ク
タ

ー
等

を
用

い
て

収
穫

残
渣

及
び

雑
草

等
を

除
去

し
た

状
態

を
基

本
と

す
る

）。
た

だ
し

、
災

害
そ

の
他

の
不

可
抗

力
、

修
繕

若
し

く
は

改
良

行
為

又
は

当
該

土
地

の
通

常
の

利
用

に
よ

っ
て

生
ず

る
形

質
の

変
更

に
つ

い
て

は
、

乙
は

、
原

状
回

復
の

義
務

を
負

わ
な

い
。

機
構

及
び

乙
は

、
本

計
画

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

移
転

さ
れ

る
権

利
に

関
す

る
事

項
は

変
更

し
な

い
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
甲

、
乙

及
び

県
が

協
議

の
上

、
真

に
や

む
を

得
な

い
と

認
め

ら
れ

る
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。

乙
は

、
機

構
法

第
2
1条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

権
利

の
移

転
を

受
け

た
当

該
土

地
の

利
用

の
状

況
に

つ
い

て
、

機
構

か
ら

報
告

を
求

め
ら

れ
た

場
合

は
、

遅
滞

な
く
こ

れ
を

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

正
当

な
理

由
に

よ
り

報
告

で
き

な
い

こ
と

が
認

め
ら

れ
た

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
は

な
い

。

修
繕

費
又

は
改

良
の

工
事

名
機

構
及

び
乙

並
び

に
土

地
所

有
者

の
費

用
に

関
す

る
支

払
い

区
分

の
内

容
機

構
及

び
乙

の
支

払
額

に
つ

い
て

土
地

所
有

者
の

償
還

す
べ

き
額

及
び

方
法

備
考

　
　

　
当

該
土

地
の

隣
接

す
る

土
地

所
有

者
等

と
境

界
の

確
認

等
の

ト
ラ

ブ
ル

が
発

生
し

た
際

に
は

、
乙

及
び

土
地

所
有

者
が

協
議

の
う

え
、

双
方

で
責

任
を

持
っ

て
解

決
す

る
も

の
と

す
る

。

当
該

土
地

に
抵

当
権

等
が

設
定

さ
れ

て
い

る
場

合
、

乙
は

そ
の

旨
を

承
諾

し
、

抵
当

権
等

の
権

利
が

行
使

さ
れ

た
場

合
は

、
権

利
者

及
び

甲
の

指
示

（解
約

、
農

地
の

明
け

渡
し

等
）
に

従
う

も
の

と
す

る
。

経
常

賦
課

金

維
持

管
理

費

賦
課

金
等

の
種

類
負

担
区

分
の

内
容

備
　

考
特

別
賦

課
金
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様式6 ※使用貸借は文言が変わります。

農用地の による権利の移転申出書兼同意書

令和 年 月 日

公益財団法人

沖縄県農業振興公社理事長　殿

【権利の移転を受ける者】

㊞

１．土地の表示及び契約内容

裏面に記載のとおり

２．利用権の移転を受ける理由 【 】

① 経営移譲のため

② 法人経営へ移行するため

③ その他（ ）

公益財団法人

沖縄県農業振興公社理事長　殿

【権利の移転をする者】

印

 賃借権を設定している下記の農用地について、現在の契約内容と同一条件で賃借権の移転を受
けたいので申し出ます

 貴公社から借り受けた上記農用地について、賃借権を移転することに同意します。

賃借権

住　所

氏　名
(自署)

記

賃借権（又は使用貸借権）の移転に関する同意書

賃借人 住　所

氏　名
(自署)
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１
．

土
地

の
表

示
及

び
契

約
内

容
　

（
現

契
約

と
は

支
払

方
法

の
み

変
更

が
可

能
）

1 2 3 4 5

２
．

共
通

事
項

の
契

約
内

容

別
表

１
　

修
繕

費
又

は
改

良
費

の
負

担
に

係
る

特
約

事
項

別
表

２
　

土
地

改
良

区
の

賦
課

金
等

に
係

る
特

約
事

項

別
表

３
　

そ
の

他
特

約
事

項

借
　

賃
（
円

／
年

）
借

賃
の

支
払

方
法

備
考

市
町

村
名

大
字

字
地

番

所
在

及
び

地
番

現
況

地
目

面
積

（
㎡

）
権

利
の

種
類

利
用

内
容

存
続

期
間

（
終

　
期

）

振
替

合
　

計

修
繕

費
又

は
改

良
の

工
事

名
費

用
に

関
す

る
支

払
い

区
分

の
内

容
土

地
所

有
者

の
償

還
す

べ
き

額
及

び
方

法
備

　
考

賦
課

金
等

の
種

類
負

担
区

分
の

内
容

備
　

考

　
維

持
管

理
費

　
特

別
賦

課
金

　
経

常
賦

課
金
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様
式

７

ﾌ
ﾘｶ

ﾞﾅ
ﾌ
ﾘｶ

ﾞﾅ

生
年

月
日

年
齢

(年
)

(月
)

1 2 3 4 5

同
意

書
等

相
続

関
係

図
農

地

1 2
地

目

3
条

件
区

分
基

盤
整

備
地

域
未

整
備

地
域

4
最

高
額

5
最

低
額

平
均

額
作

成
者

借
入

は
２

．
不

適
当

３
．

そ
の

他

上
記

の
と

お
り

決
定

す
る

。
公

益
財

団
法

人
沖

縄
県

農
業

振
興

公
社

令
和

年
　

　
　

月
　

　
　

日
　

農
地

中
間

管
理

事
業

審
査

会

会
長

印

番
号

登
記

簿
と

契
約

者
の

名
義

農
業

委
員

会
で

行
う

「
前

年
度

の
利

用
状

況
調

査
の

結
果

」

耕
作

者

抵
当

権
等

/
抵

当
権

者
(権

利
部

(乙
))

共
有

者
が

い
る

場
合

仮
登

記
等

(権
利

部
(甲

))

地
域

計
画

地
域

名
担

い
手

区
分

立
会

人
 

借
　

入
　

審
　

査
　

表

市
町

村
名

住
所

契
約

者
氏

名
又

は
名

称

Ｔ
Ｅ

Ｌ

接
続

道
路

境
界

契
約

期
間

賃
借

料
(円

)
ほ

場
利

水
契

約
期

間
(予

定
)

状
態

排
水

附
属

物
（
内

容
）

番
号

契
約

区
分

土
　

地
　

の
　

所
　

在
賃

借
料

等
土

地
の

条
件

借
入

面
積

(㎡
)

㎡
あ

た
り

単
価

（
円

）
地

域
区

分
登

記
面

積
(㎡

)
大

字
小

字
地

番
現

況
地

目
台

帳
地

目
年

間
賃

借
料

（
円

）

調
査

年
月

日

調
査

員
（
所

属
・
氏

名
）

借
入

用
地

の
調

整
事

項
（
契

約
期

間
が

1
0
年

未
満

の
理

由
、

賃
借

料
が

近
傍

類
似

か
ら

外
れ

た
理

由
、

契
約

終
了

時
に

必
要

と
な

る
現

場
等

で
の

調
整

内
容

、
検

討
が

必
要

な
事

項
等

）

近
傍

類
似

の
実

勢
賃

借
料

合
  
  
 計

※
農

業
委

員
会

が
行

う
「
賃

借
料

情
報

の
提

供
」

連
携

事
業

実
施

年
度

実
施

年
度

連
携

事
業

の
概

要
①

連
携

事
業

の
概

要
②

事
業

名
事

業
名

地
区

名
地

区
名

※
２
又

は
３

の
場

合
に

つ
い

て
は

、
そ

の
理

由
等

（円
/
㎡

）

１
．

適
当

審
査

結
果

＜
各

項
目

の
注

意
点

・
記

載
基

準
等

＞

状
態

：
良

→
ト

ラ
ク

タ
ー

で
耕

耘
で

き
る

程
度

の
雑

草
の

繁
茂

あ
り

。
雑

草
→

背
の

高
い

雑
草

が
繁

茂
し

て
い

る
が

堅
い

樹
木

等
は

な
い

。
遊

休
化

→
樹

木
等

が
生

い
茂

り
重

機
等

に
よ

る
作

業
が

必
要

。

境
界

：
明

瞭
→

境
界

が
確

認
で

き
る

。
不

明
瞭

（
済

）
→

不
明

瞭
だ

が
隣

接
す

る
圃

場
耕

作
者

等
と

借
受

希
望

者
で

不
明

瞭
に

な
っ

て
い

る
境

界
に

つ
い

て
確

認
し

た
。

不
明

瞭
（

未
）

→
不

明
瞭

で
隣

接
耕

作
者

等
と

ま
だ

調
整

で
き

て
い

な
い

。

附
属

物
：

ハ
ウ

ス
や

小
屋

等
が

あ
れ

ば
記

載
す

る
。

連
携

事
業

：
農

地
中

間
管

理
事

業
（

機
構

事
業

）
と

連
携

し
て

実
施

さ
れ

る
事

業
が

あ
れ

ば
記

載
す

る
。

（
農

地
耕

作
条

件
改

善
事

業
、

機
構

集
積

協
力

金
ほ

か
）
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様
式

8

所
在

面
積

（
㎡

）

合
計

 件
 
筆

　
　

　
　

　
　

　
　

令
和

　
　

年
　

　
月

　
　

日
　

　
　

　
　

　
　

　
公

益
財

団
法

人
沖

縄
県

農
業

振
興

公
社

　
　

　
　

　
　

　
　

農
地

中
間

管
理

事
業

審
査

会

会
長

　
  
  

  
  
  

  
　

　
印

№

【
貸

付
審

査
の

結
果

に
つ

い
て

】

　
上

記
開

催
し

た
農

地
中

間
管

理
事

業
審

査
会

に
お

い
て

、
当

公
社

が
農

地
中

間
管

理
権

を
取

得
予

定
の

農
用

地
等

の
審

査
を

行
っ

た
と

こ
ろ

、
上

記
の

貸
付

予
定

者
へ

の
貸

付
は

適
当

で
あ

る
と

承
認

し
ま

す
。

農
地

中
間

管
理

事
業

審
査

会
 農

用
地

利
用

集
積

等
促

進
計

画
に

よ
る

貸
付

案
件

一
覧

審
査

会
市

町
村

名
貸

付
予

定
者

氏
名

年
数

農
地

中
間

管
理

権
を

取
得

す
る

予
定

の
農

用
地
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様式9

〒

公益財団法人　 沖縄県農業振興公社 

（ 沖縄県農地中間管理機構）

　 理事長名

（  公 印 省 略 ）

添付書類

1. 農用地利用集積計画の写し

2． 賃料振込依頼書の写し （ 出し 手） 又は賃料支払い計画（ 受け手）

　 時下ま すま すご清栄のこ と と お喜び申し 上げま す。
　 こ のたびは公益財団法人沖縄県農業振興公社を ご活用いただき 誠にあり がと う ございま す。
　 農地貸借契約の締結を いたし ま し た別添の農用地利用集積等促進計画について、 沖縄県よ り
認可公告があり ま し たので、 お知ら せいたし ま す。
　 ご不明な点がございま し たら 下記ま でお問い合わせく ださ い。

沖 農 公 第 号

令 和 年 月 日

住所

氏名　 殿

農地の貸借契約締結のお知ら せについて

記

お問合せ先

　 　 Ｔ Ｅ Ｌ ：

公益財団法人沖縄県農業振興公社

　 （ 沖縄県農地中間管理機構）

　 　 ○○地区担当

20



様式 10 

○ ○ ○ 第   号 

令和  年  月  日 

 

公益財団法人沖縄県農業振興公社 

理事長              殿 

 

市町村長名       

（  公 印 省 略 ）  

 

 

 

農用地利用集積等促進計画（ 案） の取り 下げについて 

 

令和○年○月○日付け○○第○○号で提出し た農用地利用集積等促進計画（ 案） について、

下記の理由によ り 取り 下げま す。  

 

記 

 

【  対 象 者 】  

出 し  手：   

受 け 手：  

 

【  対 象 農 地 】  

 

 

【  取り 下げ理由 】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21



様式11

公益財団法人　沖縄県農業振興公社

理事長　名

１．出し手：

２．受け手：

３．対象農地：

４．理由：

以上

　令和○年○月○日付け○○第○○号で貴職から送付ありました農用地利用集積等促進計画（案）
の提出につきましては、下記のとおり借入不可と判断しましたのでお知らせします。

記

（ 公 印 省 略 ）

　市町村長　あて

沖 農 公 第 ○ ○ 号

令 和 ○ 年 ○ 月 ○ 日

農地中間管理事業に係る借入農地について（通知）

22



様式12

　沖縄県農業振興公社

　理事長名

市町村長名

（公印省略）

１．農用地利用集積等促進計画（案）　※貸借一覧表別添

２．農業委員会の意見書（写）

３．農地法その他の農業に関する法令の遵守の状況等

農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく
農用地利用集積等促進計画（案）の提出について

　農地中間管理事業の推進に関する法律第19条第2項の規定に基づき、下記のとお
り農用地利用集積等促進計画（案）を提出致します。

記

○ ○ 農 第 ○ ○ 号

令 和 ○ 年 ○ 月 ○ 日

23



貸借一覧表

1.地域計画位置づけ状況（筆ごとに記載）

市町村名 大字 小字 地番

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.地域計画区域外の貸付先決定内容

市町村名 大字 小字 地番

選定理由等

選定理由等

※選定理由等は別資料でその内容が確認できるものがあれば、その写しで代用可能

農地の所在
受け手氏名

貸付先決定
区分

No.

No.
農地の所在

受け手氏名

1

2

※貸付先決定区分【事業規程第6条第1項及び2項】

①地域計画に位置づけられた者への貸付。

②地域計画に位置づけることが確実だと見込まれる者への貸付。

③不測の事態による地域計画で定めた代替者への貸付。

④地域計画に位置づけられた者への貸し付けるまでの間に農業委員会等が認めた者への一時的な貸付。

24



様式13

沖 農 公 第 号

令和 年 月 日

市町村長 あて

公益財団法人沖縄県農業振興公社

理事長名

令和○年度農地中間管理事業にかかる 農用地利用集積等促進計画（ 案） の作成及び

作成に係る 農業委員会の意見聴取について（ 依頼）

平素よ り 農地中間管理事業の推進にご 協力いただき 感謝申し 上げま す。

貴市町村における 地域計画の達成に向けて効率的な農地集積を はかる ため、 農地

中間管理事業の推進に関する 法律（ 平成25年法律第101号） 第19条第１ 項に基づく

農用地利用集積等促進計画に関する 情報の提供と 、 同法19条第２ 項に基づく 農用地

利用集積等促進計画案の作成を お願いいたし ま す。

ま た作成の際には、 手続き の迅速化のため、 同法第19条第３ 項及び第４ 項に基づ

き 、 農業委員会の意見を 聴取し 、（ 案） に添付し て提出く ださ いま すよ う 併せてお

願い申し 上げま す。

25



様式14

公益財団法人　沖縄県農業振興公社理事長　殿

の農地の年払賃借料として、契約期間中（ 令和　年　月　日　～　令和　年　月　日 ） 　　

下記の金額を毎年支払期日までにお支払いください。

賃借料積算

初年度 最終年度

① ②
③=①×

②
④=③/12

月
(年) (月) ⑤ 年度 月数 賃借料 年度 月数 賃借料

1

2

3

4

5

　

契約期間賃借料（⑤）＝　年間賃借料（③）　×　契約期間（年）　＋　月割賃借料（④）　×　契約期間（月）

初年度賃借料　＝　月割賃借料（④）×　初年度月数

最終年度賃借料　＝　契約期間賃借料（⑤）－　最終年度の前年度までに支払った賃借料

年度

8 令和 年 3月末日 令和 年 月 ～ 令和 年 月

9 令和 年 3月末日 令和 年 月 ～ 令和 年 月

10 令和 年 3月末日 令和 年 月 ～ 令和 年 月

11 令和 年 3月末日 令和 年 月 ～ 令和 年 月

12 令和 年 3月末日 令和 年 月 ～ 令和 年 月

13 令和 年 3月末日 令和 年 月 ～ 令和 年 月

14 令和 年 3月末日 令和 年 月 ～ 令和 年 月

15 令和 年 3月末日 令和 年 月 ～ 令和 年 月

16 令和 年 3月末日 令和 年 月 ～ 令和 年 月

17 令和 年 3月末日 令和 年 月 ～ 令和 年 月

合　　計

令和　　　　年　　　　月　　　　日

住　　　所
捨　印

電話番号

氏　　　名 印

（出し手）公社提出用

賃　借　料　振　込　依　頼　書

備　考支払期日 支払対象期間

契約
期間

契約期間
賃借料
（円）

初年度・最終年度賃借料（円）

賃借料

 

検査欄

合　計

年間
賃借料
（円）

月割
賃借料
（円）

借受面積
（㎡）

㎡あたり
単価
（円)大字 小字 地番

適否年月日 所属 氏名
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様式15 賃借料支払い計画

1

2 ～

初年度賃借料（円） 最終年度賃借料（円）

公社（中間保有） 受け手 受け手

① ② ③=①×② ④=③/12月 年度 月数 賃借料 年度 月数 賃借料 年度 月数 賃借料

1

2

3

4

5

　

※初年度の契約期間が1年に満たないときの賃借料は、「月割賃借料（④）×月数」または「年間賃借料（③）－（月割賃借料（④）×公社中間保有月数）」となります。

※最終年度の契約期間が1年に満たないときの賃借料は、「月割賃借料（④）×月数」または「年間賃借料（③）－（月割賃借料（④）×公社初年度契約月数）」となります。

支払年度

8年度 令和 年 2月末日 令和 年 月 ～ 令和 年 月

9年度 令和 年 2月末日 令和 年 月 ～ 令和 年 月

10年度 令和 年 2月末日 令和 年 月 ～ 令和 年 月

11年度 令和 年 2月末日 令和 年 月 ～ 令和 年 月

12年度 令和 年 2月末日 令和 年 月 ～ 令和 年 月

13年度 令和 年 2月末日 令和 年 月 ～ 令和 年 月

14年度 令和 年 2月末日 令和 年 月 ～ 令和 年 月

15年度 令和 年 2月末日 令和 年 月 ～ 令和 年 月

16年度 令和 年 2月末日 令和 年 月 ～ 令和 年 月

17年度 令和 年 2月末日 令和 年 月 ～ 令和 年 月

支払年月日 賃借料 賃料を充当する期間

令和　年　月　日

備　考

㎡あたり
単価（円)

賃借料積算

対 象 と な る 農 地 ：

様の賃借権設定期間： 令和　年　月　日

合　計

大字 小字 地番

借受面積
（㎡）

合　計

年間
賃借料
（円）

月割
賃借料
（円）
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様式16

１．対象農用地等の所在および賃貸借予定期間

　　（１）対象農用地等の所在：

　　（２）賃借権の設定期間： 令和　年　月　日 ～ 令和　年　月　日

２．賃借料の支払締切日について

　　候補者は、毎年2月末日までに賃借料支払い計画に記載された当該年度分賃借料を支払うこととする。

　ただし、貸付始期が1月1日以降となる場合、契約初年度の賃借料支払い期日は3月末日までとする。

３．賃借料の支払方法について

　　　対象者は、金融機関口座からの口座振替とする。

　　　金融機関口座の登録状況　（　□　口座登録済み　／　□　未登録　）

  　  ※ ただし、①貸付初年度の11月末日までに口座振替依頼書が公社本部に到着しなかった場合、②口座振替依頼書の内容の不備等

　　　　　により口座登録が間に合わなかった場合は、口座振替を選択しても１回目の支払いが振込となる場合があります。

　　　※ 残高不足等により振替不能となった場合は、振込で対応して頂きます。

４．賃借料の一括払いについて

　　　□　一括払いを希望する 一括払い金額 円

※中途解約等が生じた場合には、解約日までの必要な賃料を精算し残額を候補者に返還する。

５．賃借料の留意点について

　　　万が一賃借料の支払いが遅れ、債務確認書を取得する場合は、保証人を設定することに合意する。

６．契約期間（終期）の日をもって賃貸借又は使用貸借契約が終了します。自動更新ではありません。

　　　以上、承諾しました。

郵便番号： －

      令和　　　 　年　 　　 月　 　　　日

住所：

氏名： 続柄 TEL：

フリガナ

氏名：

※契約者に連絡が取れない場合にのみ使用します （自筆署名）※法人、団体は代表者印必須

農地の賃借にかかる事前確認について

　　　□　希望しない

緊急連絡先

TEL：
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様式18-1

令和　　　年　　　月　　　日

① □新規　　　　　　 　□変更　　　 　　　□再提出

② □契約者本人　　　□代表者（未登記、共有）　　　□相続人（登記完了済）

住所

氏名

※自署の場合は印不要

③ 金融機関名
□銀行　　□農協
□金庫　　□信漁連　　□その他

支店名
□本店　　□支店
□支所　　□出張所

預金種目 □普通預金　　　 　 □当座預金

口座番号

ﾌﾘｶﾞﾅ

口座名義人

ゆうちょ銀行の場合
記号・番号 記号 番号

※契約者と登録する口座名義人は同一を原則とします。

　 通帳（表紙及びﾌﾘｶﾞﾅ記載箇所）写しの提出をお願いいたします。

　 既に公社と貸借契約があり、先に登録している口座と同一の場合は提出不要です。

口座登録申出書（出し手）

㊞

該当箇所に☑
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様式18-2

令和　　　年　　　月　　　日

① □新規　　　　　　 　□変更　　　 　　　□再提出

② □契約者本人　　　□代表者（未登記、共有）　　　□相続人（登記完了済）

住所

氏名

※自署の場合は印不要

③ 金融機関名
□銀行　　□農協
□金庫　　□信漁連　　□その他

支店名
□本店　　□支店
□支所　　□出張所

預金種目 □普通預金　　　 　 □当座預金

口座番号

ﾌﾘｶﾞﾅ

口座名義人

ゆうちょ銀行の場合
記号・番号 記号 番号

※契約者と登録する口座名義人は同一を原則とします。

　 通帳（表紙及びﾌﾘｶﾞﾅ記載箇所）写しの提出をお願いいたします。

　 既に公社と貸借契約があり、先に登録している口座と同一の場合は提出不要です。

　 ただし、契約者と振込口座名義人が異なる場合は同一であっても再提出が必要です。

④ 契約者（代表者）と異なる名義人の口座への振込を希望する場合

住所

氏名

電話番号

契約者との続柄

※口座情報は③にご記入ください。

口座登録申出書（出し手）

私【契約者】は、下記の者を代理人と定め農地の賃料の受領に関する一切の権限を委任します。

㊞

該当箇所に☑
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様式19

沖縄県農地中間管理機構から の重要なお知ら せ

（ 農地所有者様向け）

令和８ 年１ 月22日作成

＜ご 確認く ださ い＞

１ 農用地利用集積等促進計画（ 契約書） に記載さ れた 住所、 氏名、 土地は間違いな

いですか？面積も ご 確認く ださ い。

２ 賃借権又は使用貸借権が終了し たと き は、 終了の日から 30日以内に土地を 原状（ 原

状と は機構が当該土地を 借り 受け る 前の状態）） に回復し て 返還し ま す（ 災害そ の他

の不可抗力、 修繕又は改良行為によ る 形質の変更等を 除く ）。

３ 土地改良区の賦課金等の負担は、 共通事項の別表２ のと おり ですので、 必要に応

じ 、 土地改良区にて手続き を お願いし ま す。

４ その他特約事項（ 共通事項別表３ ） に記載のあ る 場合、 内容を ご 確認く ださ い。（ 共

通事項も あ わせてご 確認く ださ い）

５ 土地附属物を 伴う 農地については、「 沖縄県農業振興公社農地中間管理事業におけ

る 借入対象地及び附属物の取り 扱いについて」 に従い「 土地附属物に関する 確認書」

を 農地借受者と 取り 交わし てく ださ い。

６ 「 賃借料振込依頼書」 に記載さ れて いる 電話番号が固定電話の場合、 携帯電話番

号の記載も お願いし ま す。

７ 賃借料は間違いないですか？（ 年間賃料）

８ 「 口座登録申出書」 の内容は間違いな いですか？（ 口座登録がお済みでな い方）

（ 間違いやすい事例）

・「 口座名義人」 の氏名、 フ リ ガナ違い （ 例：「 ズ」 と 「 ヅ」 「 ジ」 と 「 ヂ」）

・ 不鮮明な数字

・ 金融機関支店名の記入漏れ

＜賃借料の精算＞

○ 賃借料は、 ３ 月27日（ 金融機関休業日の場合は直前の営業日） に「 口座登録申出

書」 で指定さ れた口座に振り 込ま れま す。

※ 賃借料は機構が農地借受者へ請求し ま すので、 ご 自身で農地借受者に賃借料を 直

接請求し ないでく ださ い。

【 裏面も ご 確認く ださ い。】
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＜契約内容の変更＞

○ 契約者の情報（ 土地所有者の死亡や名義変更、 法人代表者、 住所、 電話番号、 振

込口座等） に変更が生じ た 場合は、 必ず市町村農政担当窓口ま でご 連絡く ださ い。

＜契約の更新について＞

契約期間満了日の１ 年前に終期の通知を 行いま す。 更新の有無の意向について は、 通知

に記載し て いる 農地があ る 市町村に連絡し てく ださ い。

＜解約及び解除について＞

合意解約を 希望さ れる 場合は手続き に一定の時間がかかり ま すので早めにご 連絡く だ

さ い。 な お、 公社から 貸付先の意向を 聴取し 、 合意さ れな い場合は解約はでき ま せんので

ご 了承く ださ い。

ま た、 以下の場合は解約（ 解除） の手続き を 申し 出る 場合があ り ま す。

・ 転借人が契約途中で解約し た 場合。

・ 転借人が契約途中で解除と な っ た 場合。

・ 共通事項別表３ に記載さ れた 内容に該当し た場合。

＜マイ ナン バーの提供について（ 賃借料が15 万円を 超える 方のみ） ＞

○ 賃借料が年間15万円を 超え る 場合、 沖縄県農業振興公社が税務署に「 不動産の使

用料等の支払調書」 を 提出する 必要があ り 、 書類にマイ ナン バーを 記載する 必要があ

り ま す。 改めて 関係書類を お送り し ま すので、 マイ ナン バーの提供にご 協力を お願

いし ま す。（ 1 回提供いただければ、 翌年以降はマイ ナン バーの提供は不要です。

名義が変更になっ た場合は改めて提供を 依頼し ま す）。

※そ の他、 ご 不明な点は市町村農政担当窓口、 又は公益財団法人沖縄県農業振興公社

（ 沖縄県農地中間管理機構） ま でお問い合わせく ださ い。

本部事務所 098-882-6801 南風原町字本部453-3 土地改良会館３ 階

北部地区駐在 0980-43-0504 名護市大南1-13-11 県北部合同庁舎４ 階

中部地区駐在 098-923-1661 沖縄市美原1-6-34 県中部合同庁舎２ 階

宮古地区駐在 0980-79-0248 宮古島市平良字西里1125 県宮古合同庁舎４ 階

八重山地区駐在 0980-87-0034 石垣市字真栄里438-1 県八重山合同庁舎４ 階
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様式20

沖縄県農地中間管理機構からの重要なお知らせ

（農地借受者様向け）

令和８年１月22日作成

＜印を押す前に再度ご確認ください！＞

１ 農用地利用集積等促進計画（契約書）に記載された住所、氏名、土地に間違いはないで

すか？面積もご確認ください。

２ 賃借権又は使用貸借権が終了したときは、土地所有者の同意があるものを除き、その終

了の日から30日以内に土地を原状に回復して（トラクター等を用いて収穫残渣及び雑草等を

除去した状態を基本とする）返還してください。

３ 土地改良区の賦課金等の負担は、共通事項の別表２のとおり ですので、必要に応じ、土

地改良区にて手続きをお願いします。

４ その他特約事項（共通事項別表３）に記載のある場合、内容をご確認ください。（共通事

項もあわせてご確認ください。）

５ 農地に附属物（ハウ ス等）が設置されている場合は、「沖縄県農業振興公社農地中間管

理事業における借入対象地及び附属物の取り扱いについて」に従い「土地附属物に関す

る確認書」を農地所有者と取り交わしてください。

また、契約途中でハウ ス等を設置する場合には、必ず公社にご連絡ください。

６ 賃借料は間違いないですか？（年間賃料）

７ 「預金口座振替依頼書」の記載内容は間違いないですか？

（間違えやすい事例）

・お届け印違い、印影が薄い・不明瞭、不鮮明な数字

・「口座名義人」の氏名、フリ ガナ違い （例：「ズ」と「ヅ」 「ジ」と「ヂ」）

・引き落とし口座にＪ Ａを利用する場合は、金融機関名に「沖縄県」と記載し、

農業協同組合に○をつけてください。

＜契約内容の変更＞

契約者の情報（契約者の死亡や変更、法人代表者、住所、電話番号、振替口座等）に変

更が生じた場合は、必ず市町村農政担当窓口までご連絡ください。

＜契約の更新について＞

契約期間満了日の１年前に終期の通知を行います。更新の有無の意向については通知に記

載している農地がある市町村まで連絡してください。また、農地所有者が契約更新を希望しない

場合は、契約更新はできません。

【裏面もご確認ください。】

○ ×
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＜賃借料の精算＞
賃借料は、２月27日（金融機関休業日の場合は翌営業日）に「預金口座振替依頼書」で

指定された口座から引き落とします。以下の点についてご留意ください。
(1) 引き落とし直前に残高をご確認ください。（同日に他の引き落としが発生する場合は

残高不足となることがあります。）
(2) 引き落としは原則年一回となり ます。残高不足等で引き落とし不能となった場合は、

公社指定の口座へのお振込みとなり ます。その際の振込手数料はご負担いただきま
す。なお、指定した期日までにお支払いいただけない場合は、遅延損害金（年10.95％）
が発生しますので十分ご注意ください。

※農地所有者への賃借料の支払いは３月末日となっています。正確な精算を行う ため、２
月末日の口座引き落としにご協力ください。

※農地所有者への賃借料は公社から支払いますので、ご自身で直接、農地所有者に支払
わないでください。

＜解約のご連絡のお願い＞
契約途中で営農を続けることが難しくなった場合は解約の手続きが必要なため、早めに市町

村若しくは公社までご連絡をお願いします。解約は農地借受者と公社との合意によることが前
提となります。解約の申し出は随時受け付けますが、解約審査が必要なため、下記のスケジュ
ールとなります。

申し出日 解約日

１～20日 翌月末以降

21日～月末 翌々月末以降

※12月と１月の申し出については3月末以降の解約、２月の申し出については４ 月末以降

の解約となり ます。

＜抵当権等が設定されている農地の場合＞
始期よ り 以前に抵当権等（根抵当権、差押）が設定されており 、抵当権等の権利が行使され

権利者が農地の明け渡し等を求めた場合は、借受者はその指示に従わなければなり ません。ま

た、その場合に損害が発生しても公社は補償できませんのでご了承ください。

契約予定の農地に抵当権等が設定されているかどうかは、市町村担当者もしくは公社駐在員

に確認してください。

＜農地中間管理機構から毎年お送りする通知＞
・口座振替（口座振込）のお知らせ

＜農地の適正な管理のお願い＞
農地中間管理事業を通して借り受けた農地について、適正な管理をお願いいたします。

適正な管理を怠ると、雑草の繁茂による害虫等の温床となるだけでなく、ゴミの不法投棄に
よる悪臭や汚水の発生源となり 、近隣農業者や周辺住民に大きな迷惑となる可能性があり
ます。

※その他、ご不明な点は市町村農政担当窓口、又は公益財団法人沖縄県農業振興公社

（沖縄県農地中間管理機構）までお問い合わせください。

本部事務所 098-882-6801 南風原町字本部453-3 土地改良会館３階

北部地区駐在 0980-43-0504 名護市大南1-13-11 県北部合同庁舎４階

中部地区駐在 098-923-1661 沖縄市美原1-6-34 県中部合同庁舎２階

宮古地区駐在 0980-79-0248 宮古島市平良字西里1125 県宮古合同庁舎４階

八重山地区駐在 0980-87-0034 石垣市字真栄里438-1 県八重山合同庁舎４階
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様式21-1

地 　権　 者　 様

〒 令和　年　月　日

〒901-1112

 様 沖縄県島尻郡南風原町字本部453番地3

公益財団法人沖縄県農業振興公社

(沖縄県農地中間管理機構)

TEL　098-882-6801

　※契約は自動更新ではありません。引き続き契約を希望する場合でも手続きが必要です。

【ご意向の連絡先】

※連絡は平日の開庁日にお願いいたします。土日祝日、年末年始は対応しておりません。

＜対象農地＞

契約番号
契約期間
（始期）

契約期間
（終期）

契約農地
借受面積

(㎡)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合計 筆

住所

出し手氏名

農地貸借契約期間満了のお知らせ

　当公社との間で貸借契約を締結した下記農用地につきまして、契約期間満了の期日
が近づいておりますのでお知らせいたします。

　お手数をおかけいたしますが、今後のご意向( 「引き続き契約を希望する」、「契約を
希望しない」）について、下記の農地がある市町村担当課まで、直接ご連絡していただ
くよう、よろしくおねがいいたします。なお、耕作者の営農計画に影響いたしますので、
本通知の到着後２週間以内に回答おねがいします。

記

市町村 電話番号
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様式21-1

〒

住所

 

受け手氏名 様

【 ご意向の連絡先】
市町村 電話番号

※連絡は平日の開庁日にお願いいたし ま す。 土日祝日、 年末年始は対応しており ま せん。

＜対象農地＞

契約

番号

契約期間

（ 始期）

契約期間

（ 終期）
契約農地

借受面積

（ ㎡）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合 計 筆

記

TEL:098-882-6801

農地貸借契約期間満了のお知ら せ

 当公社と の間で貸借契約を締結し た下記農用地につき ま して、 契約期間満了の期日が近

づいており ま すのでお知ら せいたし ま す。

 お手数をおかけいたし ま すが、 今後のご意向( 「 引き 続き 契約を希望する 」 、 「 契約を

希望し ない」 ） について、 下記の農地がある 市町村担当課ま で、 直接ご連絡していただく

よ う 、 よ ろし く お願いいたし ま す。 本通知の到着後２ 週間以内に回答おねがいし ま す。

 ※契約は自動更新ではあり ま せん。 引き 続き 契約を希望する 場合でも 手続き が必要にな

り ま すので必ず連絡をしてく ださ い。

地権者の意向等によ って再契約でき ない場合も ございま すので、 ご理解のほどよ ろし く お

願いし ま す。

 （ 沖縄県農地中間管理機構）

耕 作 者 様

令和 年 月 日

〒901-1112

沖縄県島尻郡南風原町字本部453番地3

 公益財団法人沖縄県農業振興公社
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(受
)送

付
先

郵
便

番
号

(受
)送

付
先

住
所

(出
)契

約
者

氏

名
(出

)契
約

番
号

(借
受

)始
期

(借
受

)終
期

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

※
項

目
が

多
く

印
刷

す
る

と
小

さ
く

な
る

た
め

便
宜

的
に

２
行

に
し

て
い

ま
す

。
実

際
の

デ
ー

タ
は

１
行

と
な

っ
て

い
ま

す
。

※
エ

ク
セ

ル
フ

ァ
イ

ル
で

送
付

し
ま

す
。

市
町

村
で

意
向

確
認

の
列

を
増

や
す

な
ど

し
て

活
用

し
て

く
だ

さ
い

。
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様式22

農用地等貸借契約解約申出書（○○用）

　公益財団法人沖縄県農業振興公社　理事長　殿

　貴公社と利用権設定をした農用地等について、下記の事項を確認したことを認め、解約を

申し出ます。

記

１．土地の所在等

土地の所在

市町村 大字 小字 登記簿 現況

計 － － －

２．契約の種類（賃貸借又は使用貸借）

３．解約理由

５．引渡の際の農地の取扱

６．賃借料の支払いに関する取扱

申出人（○○）

住　　所

電話番号

氏　　名

※自署の場合は押印不要

地番
地目 面積

（㎡）
備　考

年 月 日

４．解約希望日 年 月 日

40



様式23 ※出し手、受け手、使用貸借で文言が変わります。

契約番号

１．解約条件

２．賃借料の支払いについて

３．契約の終期（賃借料の終了する日）

４．土地の引渡日

　上記合意解約の証として、この証書２通を作成し、双方各１通を所持する。

賃貸人 住所

氏名

理事長名

賃借人 住所

氏名

記

土地の所在等

土地の所在

市町村 大字 小字 登記簿 現況

計

農用地等の 賃貸借 契約の合意解約書

　下記土地の賃貸借契約について、賃貸人　公益財団法人　沖縄県農業振興公社　理事長

○○　と　賃借人 　○○ は、次のとおり合意解約する。

令 和 年 月 日

南風原町字本部453番地3

公益財団法人沖縄県農業振興公社

年 月 日

年 月 日

地番
地目 面積

（㎡）
備　考

印
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様式24 ※使用貸借は文言が変わります。

年 月　　 日

㊞

１．賃貸借当事者の氏名（名称）及び住所

２．土地の所在、地番、地目及び面積

３．賃貸借契約の内容

（別添資料による）

４．農地法第18条第1項ただし書の該当する事由の詳細

５．賃貸借の解約の申入れ等をした日

賃貸借の解約の申入れ等をした日

賃貸借の合意解約の合意が成立した日

合意による解約をした日

６． 土地の引渡しの時期

７． その他参考となる事項

令 和 年 月 日

令 和 年 月 日

農地法第18条第1項第2号に該当する合意解約

令 和 年 月 日

土地の所在
地　　番

地目 面　　積
(㎡)

借受年数
市町村 大　字 小　字 登記簿 現況

沖縄県島尻郡南風原町字本部453番地3
公益財団法人沖縄県農業振興公社

理事長　○○

賃借人

令 和 年 月 日

記

農地法第18条第6項の規定による通知書

農業委員会 会長　殿

　下記農地について賃貸借の解約をしたので、農地法第18条第6項及び同法
施行規則第68条の規定により通知します。

賃貸人 沖縄県島尻郡南風原町字本部453番地3

公益財団法人沖縄県農業振興公社

理事長名

賃借人

当事者の別 住所 氏名(名称）

賃貸人
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様
式
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積
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公
益

財
団

法
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沖
縄

県
農

業
振

興
公

社

　
　

　
　

　
　

　
　

農
地

中
間

管
理

事
業

審
査

会

会
長

名
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

印

№

合
　

　
計

件

　
上

記
開

催
し

た
農

地
中

間
管

理
事

業
審

査
会

に
お

い
て

、
当

公
社

が
農

地
中

間
管

理
権

を
取

得
し

た
農

用
地

等
の

解
約

審
査

を
行

っ
た

と
こ

ろ
、

解
約

は
適

当
で

あ
る

と
承

認
し

ま
す

。

農
地

中
間

管
理

事
業

審
査

会
解

約
案

件
一

覧

審
査

会
市

町
村

名
氏

名
始

期
農

地
中

間
管

理
権

を
取

得
し

た
農

用
地
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様式26

〒 

理事長名

記

１ ． 対象農地

２ ． 契約期間（ 実績）
令和　 年　 月　 日 ～

３ ． 農地の引渡予定年月日
令和　 年　 月　 日

４ ． 添付資料
・ 農用地等の賃貸借契約の合意解約書

・ 農用地等の賃料関係書類

 ≪問合せ先≫
公益財団法人沖縄県農業振興公社
　 農地管理課　 氏名
　 電話： ０ ９ ８ －８ ８ ２ －６ ８ ０ １

令和　 年　 月　 日

農用地等の賃貸借契約の合意解約成立について

　 年　 　 月　 　 日付け「 農用地等貸借契約解約申出書」 にて申出さ れま し た下記の農地につい

て、 合意解約が成立致し ま し たので、 「 農用地等の賃貸借契約の合意解約書」 をお送り 致し ま

す。

　 ご不明な点がございま し たら 下記ま でお問い合わせく ださ い。

地番 他　 　 筆 計　 ㎡

公益財団法人　 沖縄県農業振興公社 

※使用貸借は文言が変わり ま す。

沖 農 公 第 号

住所

令 和 年 月 日

氏名 　 殿

44



様式27-1

公益財団法人　沖縄県農業振興公社　理事長　　殿

　【代表者】

【登記名義人】 ※共有名義の場合は全員の氏名を記載してください。

【農用地等の所在、面積等】

【相続人（又は共有者）】

未相続・共有名義（出し手用）

代表者選任同意書兼委任状

令和　　　年　　　月　　　日

ふりがな 持ち分

氏　　名

住　　所

生年月日

　下記の農地について、上記の者を代表者と定め、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づいて沖縄県農

業振興公社と農地中間管理権の設定を締結することに同意します。

　また、農用地等の貸借契約及び変更・解約、書類の受取、貸付代金請求並びに受領等に係る一切の権限を代表

者に委任し、相続人間（又は共有者間）の問題が生じた場合には、代表者の責任において解決いたします。

氏　　名

市町村 大字 小字 地番

印

氏名（自署・捺印） 持ち分

印

住　　所

面積（㎡） 備　考

電話番号

※重要【必要書類】未相続の場合は①相続関係図　②被相続人の戸籍謄本（写）及び原戸籍（写）を提出してください。

※代表者以外の相続人（又は共有者）を記載してください。
※ご本人の自署でない場合は、実印を使用し、「印鑑登録証明書」の提出が必要となります。

印

印

印

印
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様式27-2

公益財団法人　沖縄県農業振興公社　理事長　　殿

　【農用地等の賃借権相続人（代表相続人）】

【被相続人】

【農用地等の所在、面積等】

【同意及び委任者】 ※代表相続人以外の相続人を記載してください。相続人ご本人の自署でない場合は、

実印を使用し、「印鑑登録証明書」の提出が必要となります。

【必要書類】　①相続関係図　②被相続人の戸籍謄本（写）及び原戸籍（写）を提出してください。

印　

印　

印　

被相続人
との続柄

持ち分

印　

相続人氏名（自署・捺印） 住　　所

住　　所

市町村 大字 小字 地番 面積（㎡） 備　考

氏　　名 死亡年月日

氏　　名

住　　所

生年月日 電話番号

　下表の被相続人名義に係る農用地等の賃借権について、上記の者を代表相続人と定め、賃借権を継承するこ

とに同意します。

　また、農用地等の賃貸借契約の変更・解約、書類の受取及び賃借料の支払い等に係る一切の権限を代表相続

人に委任し、相続人間の問題が生じた場合には、代表相続人の責任において解決いたします。

未相続（受け手用）

農用地等の賃借権相続人（代表者）選任同意書兼委任状

令和　　　年　　　月　　　日

フリガナ
被相続人
との続柄

持ち分

印
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様式28

令和 年 月 日

公益財団法人沖縄県農業振興公社理事長　 殿

住　 所

氏　 名

　 下記のと おり 契約内容を 変更し たいので申出いたし ま す。

※1 分から ない場合は公社にお問い合わせく ださ い。

（ 契約者名） （ 新契約者（ 代表者） 名）

〒 〒

( 役職名) ( 役職名)

( 代表者名) ( 代表者名)

※2 変更する 該当項目のみ記載し てく ださ い。

電話番号 なし

氏名
( 改名) 　 ※

個人の場合

戸籍謄（ 抄） 本

役職名・
代表者名
※法人の場合

登記事項証明書
（ 写）

相続
（ 名義変更）

裏面参照

住所

住民票( 写）
又は

運転免許証
( 写） の表・ 裏

面

貸借内容変更申出書

記

整理番号※1

変更事項※2
変更前 変更後 添付書類( 該当欄に

☑し て下さ い)
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（裏面）

理由 契約形態 意向 状況 添付書類

相続登記
完了

・貸借内容変更申出書（様式28）
・土地登記簿謄本（写し）
・口座登録申出書（出し手）（様式18）
・賃料振込口座の通帳の写し（表紙・次頁）
・賃借料振込依頼書（様式14）
・（共有名義の場合）代表者選任同意書兼委任状（様式27-1）

相続登記
未了

・貸借内容変更申出書（様式28）
・代表者選任同意書兼委任状（様式27-1）
・相続を証する書類（相続関係図、戸籍謄本（写）、原戸籍（写））
・口座登録申出書（出し手）（様式18）
・賃料振込口座の通帳の写し（表紙・次頁）
・賃借料振込依頼書（様式14）
・（代表者の住所が戸籍と異なる場合）代表者の住所が分かる書類
（運転免許証写し等）

相続登記
完了

・貸借内容変更申出書（様式28）
・土地登記簿謄本（写し）
※名義変更後に合意解約

相続登記
未了

・貸借内容変更申出書（様式28）
・代表者選任同意書兼委任状（様式27-1）
・相続を証する書類（相続関係図、戸籍謄本（写）、原戸籍（写））
※過半の同意を得て合意解約

相続登記
完了

・貸借内容変更申出書（様式28）
・土地登記簿謄本（写し）
・（共有名義の場合）代表者選任同意書兼委任状（様式27-1）

相続登記
未了

・貸借内容変更申出書（様式28）
・代表者選任同意書兼委任状（様式27-1）
・相続を証する書類（相続関係図、戸籍謄本（写）、原戸籍（写））
・（代表者の住所が戸籍と異なる場合）代表者の住所が分かる書類
（運転免許証写し等）

相続登記
完了

・貸借内容変更申出書（様式28）
・土地登記簿謄本（写し）
※名義変更後に合意解約手続き

相続登記
未了

・貸借内容変更申出書（様式28）
・代表者選任同意書兼委任状（様式27-1）
・相続を証する書類（相続関係図、戸籍謄本（写）、原戸籍（写））
※過半の同意を得て合意解約手続き

・農用地等利用者死亡届・農地賃借料支払届（様式29-1）
・農用地等の賃借権相続人（代表者）選任同意書兼委任条（様式27-
2）
・相続を証する書類（相続関係図、戸籍謄本（写）、原戸籍（写））

・農用地等利用者死亡届・農地賃借料支払届（様式29-2）
・農用地等の賃借権相続人（代表者）選任同意書兼委任条（様式27-
2）
・相続を証する書類（相続関係図、戸籍謄本（写）、原戸籍（写））
※名義変更後に相続人全員の同意を得て合意解約手続き

使用貸借
・農用地等利用者死亡届（様式29-3）
※継続する場合は新たに権利設定手続きが必要

※1 受け手の合意が必須

※2 相続放棄される場合は個別協議となります

受け手の死亡

賃貸借

継続

解約※2

自動的に契約終了

出し手の死亡

賃貸借

継続

解約※1

使用貸借

継続

解約※1
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様式29-1

　公益財団法人沖縄県農業振興公社理事長　殿

記

１．申出者　（自署の場合は押印不要）

２．対象農用地等

面積 賃借料

市町村 大字 小字 地番 （㎡） （円／年） 始期 終期

３．添付書類

　農用地等の賃借権相続人（代表者）選任同意書兼委任状（様式27-2号）

電話番号

所在 現況
地目

契約期間

氏　　名

生年月日（年齢） 　　昭和　・　平成　　  　年　　　月　  　日　（　  　歳）

住　　所
〒

営 農 承 継

　　令和　　　年　　　月　　　日

農用地等利用者死亡届・農地賃借料支払届

　被相続人　            　　　　　 が、令和   年   月    日に死亡しましたので届け出ます。

　また、貴公社から借り受けている下記の農用地等の利用権については、私が継承し営農したいので届

け出ます。

  なお、今後の当該農用地等の賃借料については、別添の預金口座振替依頼書により取扱いをお願いい

たします。

フリガナ
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様式29-2

　公益財団法人沖縄県農業振興公社理事長　殿

記

１．申出者　（自署の場合は押印不要）

２．対象農用地等

面積 賃借料

市町村 大字 小字 地番 （㎡） （円／年） 始期 終期

３．添付書類

（１）農用地等貸借契約解約申出書（受け手用）

（２）農用地等の賃借権相続人（代表者）選任同意書兼委任状（様式27-2号）

　

所在 現況
地目

契約期間

氏　　名

住　　所
〒

電話番号

解 約

　　令和　　　年　　　月　　　日

農用地等利用者死亡届・農地賃借料支払届

　被相続人　            　　　　　 が、令和   年   月    日に死亡しましたので届け出ます。

　また、貴公社から借り受けている下記の農用地等の利用権については、利用者死亡につき解約したい

ので、合意解約の手続きをお願いします。

  なお、合意解約の日までの当該農用地等の賃借料については、私が支払います。

フリガナ
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様式29-3

　公益財団法人沖縄県農業振興公社理事長　殿

記

１．申出者　（自署の場合は押印不要）

２．対象農用地等

面積

市町村 大字 小字 地番 （㎡） 始期 終期

所在 現況
地目

契約期間

氏　　名

住　　所
〒

電話番号

使 用 貸 借

　　令和　　　年　　　月　　　日

農用地等利用者死亡届

　被相続人　            　　　　　 が、令和   年   月    日に死亡しましたので届け出ます。

　なお、貴公社から借り受けている下記の農用地等の使用貸借権については、利用者死亡につき、民法

の規定により契約終了となることを承知しております。

フリガナ
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【 　 　 　 －　 　 　 　 】

様式30-1

公益財団法人　 沖縄県農業振興公社　 理事長 　 殿

住所：

TEL：

氏名： ㊞

１ ． 支払期限

令和  年  月  日

２ ． 未払い金の内訳

対象年度

令和　 年度 ～

～

合計

３ ． 支払い方法・ ・ ･　 銀行振込

令和　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

契約番号

債　 務　 確　 認　 書

　 平成○年○月○日付けで、 貴公社と 賃貸借契約を締結し た下記土地に関する 賃借料が令和○年○

月○日時点で未払いと なっている こ と を認めま す。

　 未払い金につき ま しては、 以下の支払期限ま でに全額納入致し ま す。

なお、 最終の支払期限ま でに支払えない場合は、 当初の支払期日の翌日から 納入日ま での日数に年

10.95％の割合で算出し た額を遅延損害金と して支払いま す。

記

賃料を充当する 期間

令和　 年　 月　 日 令和　 年　 月　 日

賃借料
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様式30-2

一括（ 通常） 表面

住所：

TEL：

氏名： ㊞

住所：

TEL：

氏名： ㊞

（ 連帯保証人は住所がわかる 身分証の写し を 提出する こ と ）

第１ 条

第２ 条

第３ 条

第４ 条

第５ 条

第６ 条

裏面に続く

債務確認書及び連帯保証人確約書

令和   年   月   日

公益財団法人 沖縄県農業振興公社

理事長 名       殿

（ 債務者） 甲

（ 連帯保証人） 丙

甲は乙と 賃貸借契約を締結し た農地（ 詳細は裏面） の賃借料について、 本日現在、 ○

○円の未払いと なっている こ と を認める 。

甲は乙に対して下記支払計画のと おり 一括で支払う 。 なお、 支払いが可能な時は下記

によ ら ず随時支払う 。 振込送金する 際の手数料は甲が負担する 。

甲は支払期限ま でに支払えない場合は、 当初の支払期日の翌日から 納入日ま での日数

に年10.95％の割合で算出し た額を遅延損害金と して乙に支払う 。

連帯保証人（ 以下「 丙」 と いう 。 ） は、 上記第１ 条にも と づく 甲の乙に対する 債務を

連帯して極度額○円の範囲内で保証する 。

丙が甲の連帯保証人になる のに先立ち、 甲が丙に対し 、 民法第465条の10第1項各号記

載の甲に関する 情報を事実に即して提供し 、 丙がこ れを受領し た上で連帯保証人にな

る こ と を、 乙に対して表明し 、 保証する 。

令和 年 月 日で氏名（ 以下「 甲」 と いう 。 ） と 公益財団法人沖縄県農業振興公社（ 以下「 乙」

と いう 。 ） で賃貸借契約を締結し た下記の農地について、 以下の通り 同意し たこ と 証する ため署名

又は記名・ 押印して提出する 。

甲は支払期限ま でに支払えない場合は、 乙から 賃貸借契約の合意解約の申し 出があっ

た場合にはこ れに応諾する 。
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裏面

１ ． 契約内容

２ ． 未払い金の内訳

対象年度

年度 ～

年度 ～

合計

３ .支払期限 支払い方法： 振込

４ ． 支払計画

(1)

R .  月 R .  月

記

未払金

賃借料(円） 賃料を充当する 期間

R .  月 R .  月

土地の所在

契約番号

支 払 額

令和 年  月  日

支 払 日 支 払 額 支 払 日

令 和 年 月 日 円

合   計 円
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様式31-1 （農用地等の所有者向け）
※15年以上借受ける場合

○　農地中間管理機構関連土地改良事業について

○　機構関連事業の内容について

（機構チェック欄）

□ ・　

□ ・

□ ・

○　留意事項について

□ ・

□ ・

令和　　　　年　　　　月　　　　日

（説明者）

沖縄県農地中間管理機構

上記の内容について説明を受けました。

（所有者）

氏　名

機構関連事業が行われた農用地等の所有者が機構への貸付けを、自らの都合で一
方的に解除した場合は、特別徴収金（工事に要した費用の全部）が徴収されます。

　本説明は、農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）に基づき、
機構関連事業の実施の有無にかかわらず、機構が農用地等を借り受けるに当たって、当該
農用地等の所有者及び貸付けの相手に対して必ず行わなければならないこと（法律に基づ
く義務）とされています。

機構関連事業について

　農地中間管理機構関連土地改良事業（土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条の３
第1項の土地改良事業をいいます。以下「機構関連事業」といいます。）は、農地中間管理
機構が借り入れている農用地等を対象に、農用地等の所有者や貸付けの相手方の申請に
よらず、県が農業者の費用負担や同意を求めずに基盤整備を行う事業です。機構に貸付
けた農用地等については、機構関連事業が行われることがありますので、その内容につい
て説明します。

機構関連事業の対象となる農用地等は、沖縄県農地中間管理機構（以下「機構」とい
います。）の借受期間が機構関連事業の計画の決定（公告）時から15年以上あるもの
です。

機構関連事業は、県が事業実施主体となって、農用地等の所有者や貸付けの相手方
の費用負担や同意を求めずに農地区画整備とこれに付随する農道、農業用排水路、
暗渠等の整備を一体的に行う基盤整備事業です。

事業実施地域については、県が各市町村・地域の農地や担い手の実態、営農状況等
を考慮した上で決定されます。

機構関連事業対象農用地等に係る農用地区域からの除外（農地転用）については、
機構の借受期間が満了し除外要件等を満たす場合に限り可能です。
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様式31-2 （貸付けの相手方向け）

○　農地中間管理機構関連土地改良事業について

○　機構関連事業の内容について

・

・

○　留意事項について

・

令和　　　　年　　　　月　　　　日

（説明者）

沖縄県農地中間管理機構

上記の内容について説明を受けました。

（借受者）

氏　名

　本説明は、農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）に基づき、
機構関連事業の実施の有無にかかわらず、機構が農用地等を貸し付けるに当たって、当
該農用地等の所有者及び貸付けの相手に対して必ず行わなければならないこと（法律に
基づく義務）とされています。

機構関連事業について

　農地中間管理機構関連土地改良事業（土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条の３
第1項の土地改良事業をいいます。以下「機構関連事業」といいます。）は、農地中間管理
機構が借り入れている農用地等を対象に、農用地等の所有者や貸付けの相手方の申請
によらず、県が農業者の費用負担や同意を求めずに基盤整備を行う事業です。機構が貸
付けた農用地等については、機構関連事業が行われることがありますので、その内容につ
いて説明します。

機構関連事業は、県が事業実施主体となって、農用地等の所有者や貸付けの相手方
の費用負担や同意を求めずに農地区画整備とこれに付随する農道、農業用排水路、
暗渠等の整備を一体的に行う基盤整備事業です。

事業実施地域については、県が各市町村・地域の農地や担い手の実態、営農状況等
を考慮した上で決定されます。

機構から借り受けている農用地等を目的外用途に使用等した場合には、特別徴収金
（工事に要した費用の全部）が徴収されます。
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様式32

公益財団法人

沖縄県農業振興公社理事長　殿

（沖縄県農地中間管理機構）

令和　　年　　月　　日

申請者 住所

氏名 印

　１．農地の所在 市町村名：

大字 字

　２．機構が借受する上記の遊休農地について、確実に借入し、また自ら伐開して耕作に供する

ことを約束します。

　下記の遊休農地の借受について、以下のとおり確約します。

遊休農地解消確約書

記

農用地等の所在
地目 面積（㎡）

地番
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様式 33 

 

土地附属物に関する 確認書 

 

農地中間管理事業での賃借権又は使用貸借によ る 権利の設定を 受ける 土地に係る 附属物の

内容並びに原状回復及び収去の条件等については、 下記のと おり である 。  

本確認書に記載さ れている 附属物の原状回復及び収去の義務は、農地借受者（ 以下「 借受者」）

が農地所有者（ 以下「 所有者」） に対し て直接負う も のと し 、 借受者及び所有者は、 沖縄県農業

振興公社（ 以下「 公社」 と いう ） に、 その義務を負わせないも のと する 。  

 

記 

 

１  附属物設置土地（ 既設及び新設）  

土地 

番号 
土地の所在 備考 

  
 

  
 

 

２  附属物の内容及び原状回復等 

（ １ ） 既に附属物が設置さ れている 場合 

土地 

番号 

既設の附属物名 

( 台数、 規模等）  

設置 

時期 

借受時 返還時 

破損等 

の有無 具体的な状況 

修繕 

交換 
収去 具体的な  

収去方法等 
有 無 要 不 要 不 

   ☐ ☐  ☐ ☐ ☐ ☐  

   ☐ ☐  ☐ ☐ ☐ ☐  

 

（ ２ ） 附属物を新設する 場合 

土地 

番号 

新設する 附属物名 

( 台数、 規模、 農地造成等）  

設置者の 

収去義務 
設置 

時期 

収去 

時期 

具体的な 

収去方法等 
要 不 

  ☐ ☐    

  ☐ ☐    

※ 借受者は、（ ２ ） の内容がわかる 資料（ 図面や配置図等） を提出する こ と 。 ただし 、 事前

に資料が提出でき ない場合は、 設置計画ができ 次第、 速やかに提出する こ と と し 、 附属

物設置の着手前に設置内容について所有者の同意を得る こ と 。  

 

※ 借受者は、 附属物の設置後、 写真等設置状況等がわかる 資料を提出する こ と 。  
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３  その他附属物に関する 契約等  

附属物名 内容 備考 

   

 

４  その他の確認事項 

（ １ ）  農地法及び農振法等の関係法令によ る 許可が必要な場合は、 必ず設置場所所管の農業

委員会又は市町村に確認のう え、 必要な許認可、届出、 用途の変更等を得たう えで設置する

こ と 。  

（ ２ ）  既設の附属物の修繕については、 所有者及び借受者の間で協議の上、 合意する こ と と

し 、 公社は当該附属物の修繕に関与し ないも のと する 。  

（ ３ ） 賃借権又は使用貸借によ る 権利の設定を受ける 土地の契約期間の更新又は再契約時には、

当該土地に係る 附属物について、 新たに確認書の締結を行う こ と 。  

（ ４ ） 附属物（ 本確認書に記載さ れている 附属物を含む。） の原状回復及び収去の義務につい

て、 所有者及び借受者は、 公社にその義務を負わせないも のと する 。  

（ ５ ） なお、 本同意書に定めのない事項及び本同意書に疑義が生じ たと き は、 民法の規定に従

いつつ、 所有者と 借受者が協議し て決める 。  

 

 上記の確認事項を証する ため、 こ の確認書２ 通を作成し 、 所有者及び借受者は署名又は記名

押印の上、 各自その１ 通を所持する 。  

 

 

令和  年  月  日 

 

農地所有者   住      所 

氏名又は法人名                 ㊞ 

（  代 表 者 名 ）  

連    絡    先 

 

農地借受者  住      所 

氏名又は法人名                 ㊞ 

（  代 表 者 名 ）  

連   絡   先 
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様式34-1

　 　 年　 　 月　 　 日

公益財団法人　 沖縄県農業振興公社理事長　 殿

　 住　 所

　 氏　 名
（ 名　 称）

１ ．　 あなたが公社よ り 借り 入れている 農用地等の所在及び現在の利用状況について
（ 筆数が多い場合は別紙）

２ ．　 未利用の農用地等がある 場合は、 筆ごと の理由及び今後の見通し について

３ ． 　 直近３ 年間の生産物の出荷実績及び経営収支がわかる 書類

1

6

2

3

No. 所在・ 地番 未利用の理由
今後の利用見通し

（ 合意解約の意向を 含む）

2 畑

畑

備考

1 畑

No. 所在・ 地番 地目
面積

（ ㎡）
現在の利用状況

　 利用権設定（ 公社→耕作者） の定める と こ ろによ り 貸借権の設定等を 受けた農用地等の利
用の状況について、 下記のと おり 報告し ま す。

農用地等の利用状況報告書

（ 市町村経由）

印

4

5

3

4

5

6

畑

畑

畑
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様式34-2

1

№
1
2
3
4
5
6

2 添付資料
農用地の利用状況報告書（ 記入様式）
農用地の利用状況報告書（ 記入例）
返信用封筒

3 報告締め切り
令和　 年　 月　 日　 　 到着厳守

4 その他
報告が遅れる 場合は必ず電話連絡する こ と 。

お問合せ先
公益財団法人沖縄県農業振興公社

○○地区担当駐在員
TEL

沖 農 公 第 号

農地中間管理事業に係る 農用地等の利用状況報告書の提出について

理事長名

氏名　 殿

公益財団法人　 沖縄県農業振興公社 

令 和 年 月 日

〒
住所

( 沖縄県農地中間管理機構）

沖縄県農業振興公社と 貸借契約し ている 農地の所在

所　 在

拝啓　 時下貴殿におかれま し ては益々ご清祥のこ と と お喜びを申し 上げま す。
　 当公社と 貸借契約し ており ま す以下の農地について、 農地中間管理事業の推進に関する
法律第２ １ 条に基づき 、 お貸し し た農地の利用状況について報告を求める こ と ができ る こ
と と さ れていま す。
　 つき ま し ては、 別添の記入例を参考に提出様式にご記入いただき 、 ○○市町村ま で直接
ご持参いただく か、 ま たは同封し た返信用封筒にてご提出く ださ る よ う お願いし ま す。
　 ご記入に際し てご不明な点があり ま し たら 下記ま でお問い合わせく ださ い。

記
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様式34-3

1

2

2 添付参考資料

貸付者へ送付し た文書（ 写）

貸付者へ送付し た農用地の利用状況報告書（ 記入例）

お問合せ先
公益財団法人沖縄県農業振興公社

○○地区担当駐在員
TEL

公益財団法人　 沖縄県農業振興公社 
理事長名

沖 農 公 第 号

農地中間管理事業に係る 農用地等の利用状況報告書の提出について

　 農地中間管理事業の推進につき ま し ては、 平素から 格別のご理解と ご協力を賜
り 感謝申し 上げま す。
　 みだし のこ と について、 農地中間管理事業の推進に関する 法律（ 平成25年法律
第101号） 第21条第1項及び法施行規則第17条第1項に基づき 、 下記のと おり 貸付者
あて利用状況報告書の提出を求めたと こ ろであり ま す。
　 つき ま し ては、 貸付者よ り 市町村に利用状況報告書の提出があり ま し たら 、 原
本を当公社ま でご提出いただき ま すよ う よ ろし く お願いいたし ま す。

記

( 農地中間管理機構）

令 和 年 月 日

(  公 印 省 略 )

市町村長　 殿

利用状況報告書の提出が必要な貸付者

貸付者氏名

利用状況報告の対象と なる 農地の所在
№
1
2
3
4

6
5

所　 在
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様式34-4

1

2

お問合せ先
公益財団法人沖縄県農業振興公社

○○地区担当駐在員
TEL

5
6

( 農地中間管理機構）

住所

氏名　

借受者

2
3
4

沖縄県農業振興公社と 貸借契約し ている 農用地等の所在
№ 所　 在
1

理事長名
(  公 印 省 略 )

農地中間管理事業に係る 農用地等の適正利用について

　 平素よ り 、 農地中間管理事業の推進にあたり 、 ご協力いただき 感謝申し 上げま
す。
　 さ て、 当公社と 貸借契約し ており ま す下記の農用地について、 近隣よ り 遊休地
になっている と の通報があり 、 現地確認し たと こ ろ適正に利用し ていないおそれ
がある と 判断し ま し た。
　 つき ま し ては、 当該農用地の農業上の増進を図る ために必要な指導を行ってい
ただき ま すよ う よ ろし く お願いいたし ま す。

記

公益財団法人　 沖縄県農業振興公社 

沖 農 公 第 号
令 和 年 月 日

農業委員会会長　 殿
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様式35

令和　年　月　日

地域計画の変更予定証明書

　沖縄県農業振興公社　御中
市町村名 ○○市町村
役職名 ○○課○○課長
氏名 ○○○○
※「地域計画」の策定に関与しているしかるべき者

（役職等の指定はなし。押印は省略可） 

① 地域計画名：○○地区
② 地域計画名：△△地区

大字 字 地番

△△ □□ 1-2-3 1,000 ○○地区

所在
面積（㎡）

  令和○年度中に下記のとおり地域計画を変更する予定であることを証明します。

記

農業を担う者
（氏名・名称）

○○　○○

備考地域計画名
新たに目標地区に位置づける土地
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様式 36 

農地法その他の農業に関する 法令の遵守の状況等 

１  農地法その他の農業に関する 法令 
 （ １ ） 農地法（ 昭和 27 年法律第 229 号）  

違反の対象と なる 規定 違反の有無 

①第３ 条（ 農地又は採草放牧地の権利移動の制限）  有 ・  無 

②第４ 条（ 農地の転用の制限）  有 ・  無 

③第５ 条（ 農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限）  有 ・  無 

④第 42 条（ 措置命令）  有 ・  無 

⑤第 51 条（ 違反転用に対する 処分）  有 ・  無 

 
 （ ２ ） 農業振興地域の整備に関する 法律（ 昭和 44 年法律第 58 号）  

違反の対象と なる 規定 違反の有無 

① 第 15 条の２ （ 農用地区域内における 開発行為の制限）  有 ・  無 

② 第 15 条の３ （ 監督処分）  有 ・  無 

 
 （ ３ ） 種苗法（ 平成 10 年法律第 83 号）  

違反の対象 違反の有無 

育成者権又は専用利用権の侵害（ 第 20 条及び第 25 条参照）  有 ・  無 

 
 （ ４ ） 農薬取締法（ 昭和 23 年法律第 82 号）  

違反の対象と なる 規定 違反の有無 

第 24 条（ 使用の禁止）  有 ・  無 
 
２  １ で「 有」 の場合 

違反の時期 内容 

 

 

 
 

 
３  過去に権利取得後の農地等を 耕作又は養畜の事業に供する こ と なく 、 取得後３ 年以内に他者

に譲渡し 、 若し く は使用及び収益を 目的と する 権利を 設定し 、 又は農地以外のも のにする 行為
を 行っ たかの有無等 

該当の有無 行為の時期 内容 理由 

 
有 ・  無 

 

   

 
 

                               年   月   日 
 
 

  農地中間管理機構から 賃借権の設定等を 受ける に当たり 、 農地法その他の農業に関する 法
令の遵守の状況等について、 上記のと おり 申告し ま す。  

 
 

               
              氏名又は名称 
 
              （ 自署署名） ※法人、 団体においては記名押印可           
 

（ 記載要領）  
１  １ の（ １ ） 及び３ については、 申告の日から 起算し て過去３ 年分の状況を 記載し てく ださ い。 
２  １ の（ ２ ） 、 （ ３ ） 及び（ ４ ） については、 申告の日現在の状況を 記載し てく ださ い。  

65



参考様式



 

 

参考様式１   

 

 ○○農政第○○号  

令和○年○月○日  

 

 

農業委員会会長 殿 

 

 

農政課課長 

 

 

農用地利用集積等促進計画（ 案） に係る 意見決定について（ 依頼）  

 

 

みだし の件について、 農地中間管理事業の推進に関する 法律第１ ９ 条第３ 項の

規程に基づき 別添（ 案） を提出し ま すので、 下記について確認し 意見書を提出く

ださ いま すよ う よ ろし く お願いし ま す。  

 

記 

 

１ ． 地域計画の達成に資する も のである こ と  

２ ． 受け手の適正性 

 ・ 貸付後も 全農地を効率的に利用する と 認めら れる こ と 。  

 ・ 貸付後も 農作業に常時従事する と 認めら れる こ と（ 年間 150 日未満であっても 作物に応

じ た必要な農作業常時従事日数である ）。  

 ・ 経営作物に応じ た機械や施設等の資本装備を備えている こ と 。  

 ・ 農用地等の貸付けによ り 農業経営の規模の拡大、農用地の集団化又は新たに農業経営を

営も う と する 者の参入の促進等が図ら れる こ と  

３ ． 農地貸借の適正性 

・ 農地が農地法及び関係法令に照ら し 合わせて問題がないこ と 。  

以上 

 

 

農政課→農業委員会 
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参考様式２  

農  委  ○ 第  号 

令和  年  月  日 

 

 市町村長   殿 

 

農業委員会会長    

 

 

 

農用地利用集積等促進計画（ 案） に係る 意見決定について（ 回答）  

 

 

令和○年○月○日付け、農政第○○号で依頼のあった農用地利用集積等促進計画案

について、 地域計画の達成に資する も のであり 、 受け手の適正性、 農地貸借の適正性に

ついて問題がないこ と を確認し 、 異議はないためその旨回答し ま す。  

 

 

記 

 

 

意見決定日： 令和○年○月○日 

 

 

※その他、 出し 手・ 受け手等の内容で必要な事項記載 

 

 

以上 

農業委員会→農政課 
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参考様式３

線内をご記入ください。

〒 － 〒 －

（登記名義人との続柄： ）

）

〒 －

※契約者が80歳以上の場合はご家族の連絡先の記入が必要です。

1

2

3

4

5

【留意事項】

(1) この登録による有効期間は、原則２年です。

登録後、借受希望者が見つかった場合以外は、原則として申出人及び名義人への連絡は行いません。

(2)

(3)

この用紙は契約を保証するものではありませんので、ご了承ください。

貸付希望農用地等に係る情報については、借受希望者とのマッチングのため、関係機関（市町村・農業委員会
等）で情報共有されます。

今後、この内容をもとに現地確認等を行ったうえで、機構（沖縄県農業振興公社）が借りることができる農地かを
判断することになります。

貸付希望
の理由

非農家のため　・　県外、島外にいるため　・　農業を引退したい　・　契約更新したい

電話番号

本申出書に記載の事項は、機構事業実施のため、必要に応じて機構事業に関係する機関、

団体、個人へ情報開示されることに異義はありません。

借受希望者が見つからないと見込まれる場合、農地中間管理権が設定されないことについて
同意します。

農地中間管理権が設定された農用地等について、次に該当したときは、機構との契約を解約

することについて同意します。

①農地中間管理権の設定後、6か月以内に機構が借受予定者と契約できなかったとき

②借受者と機構が利用権に係る契約を解約した場合、解約日から6か月以内に次の借受希

望者が見つからなかったとき

農用地等の借受者の選定については、市町村に一任します。

機構に農地中間管理権が設定されるまでの間は、自ら農用地等を管理します。

　機構を通してきちんと契約したい　・　その他（

立会人
（家族連絡先）

氏
名

登記名義人
（土地所有者が申出人と異なる場合や共有名義の場合）

申出人（窓口等での記入者）

令和　　年　　月　　日

生年月日

貸付希望農用地等の沖縄県農地中間管理機構（沖縄県農業振興公社）

氏　　名
(法人名・
代表者名)

住　　所

 　    年  　  月   　 日　大　・　昭　・　平 

フリガナ

　大　・　昭　・　平 

受付対応者
記入欄

□ ←（説明後は✓）上記の内容について、申出人に説明しました。

への登録申出書

受付日 受付番号

受付機関 対応者

　私は、以下の事項を承諾の上、沖縄県農地中間管理機構(以下「機構」）へ、別記農用地等（参

考様式３－２のとおり）を貸付希望地として登録を申請します。

 　    年  　  月   　 日

住所

続柄

電話番号

（自署の場合は押印不要） （自署の場合、登記名義人が故人の場合は押印不要）
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受付日 受付№

✩

 設立年月日　 名

✩

✩ 条件 ㎡

年

所有地 ㎡ 借受地 ㎡ ㎡

市町村名 市町村名

㎡ ㎡ ㎡

 

※　当調査は借受希望者の情報や意向を適切に把握するための情報を収集し、その内容を市町村等と共有することを目的としており、希望どおりの借受を約束するものでは

      ありません。

※ 中間管理機構によ る 農地の借受にあたっては､☆印箇所は必ずご記入さ れま すよ う お願いし ま す。

※ ご記入頂いた地域外借受希望者情報は関係機関（ 市町村、 農業委員会、 円滑化団体等） で情報共有し ま すのでご了承下さ い。

　  ご了承頂ける 方は、 上記の確認事項の欄の同意する に○をお願いし ま す。

　　 同意頂けない場合は同意しないに○をお願いします。その場合、本書類を提出されても、受付は取消しになりますのでご了承下さい。

※確認事項

同意する 　 ・ 　   同意し ない該当に○をお願いします 関係機関での借受希望者情報の共有について

要望事項等（ 具体的にあ れば記入く ださ い）

主な作付作物

①「 人・ 農地プラ ン」 に掲載の地域の中心経営体　 　       　 ②認定農業者　 　         　 ③認定新規就農者　          　 　 ④基本構想水準到達者

⑤新規参入者（ 企業参入含む） 　 　             　 ⑥ ①～⑤に該当し ない者

４ 借受希望者の現在の状況　 ①～⑥のう ち該当する も のに○を つけ、 （ 　 ） 内には認定等を 受けた市町村名を 記入し てく ださ い。

　 ( 複数に○を つけても 可。 　 例： ①と ②に○を つける  など 　 ）

    ①～④の場合は認定等を受けた市町村名　 （ 　 　               　 　 　 　 　 　 　 　 ）

その他希望
※その他希望があれば記入し て下さ い　 （ 例： キク の電照をし たい、 パイ ン栽培に適し た土壌である こ と 等）

３ 借受希望者の農業経営状況( 新規就農者・ 新規参入者については記入不要）

現在の経営規模
計

借受理由

※該当する 事項に○又は記入く ださ い。

　  ア　 規模拡大　 　 　 　 　 　 　 イ 　 経営農地の集約化　 　 　 　 　 　 ウ 　 新規参入

　  エ　 その他〔 〕

( 借受後) ハウ ス などの施設
の設置予定

✩ 作付計画
※借受希望地域での作付計画( 作物の種別） を記入く ださ い。 ( 例: さ と う き び、 野菜、 キク 、 マンゴー、 パイ ン、 牧草など )

借受期間

　 農用地等の種別 借受規模

遊休農地 有 　 ・ 　  無荒れた農地（ 遊休農地） でも 現場を確認し た上で、 独自で解消する 意思があり ま すか

希望地域

【 市町村名： 　 　 　 　 　 　    　 　 　        地域名： 　 　 　 　                              　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 】

※貴方の現在の農業経営市町村と 今回の希望市町村と の確認です。 該当に○を つけてく ださ い。

　 ア 　 希望市町村内の農業者　    　 イ 　 希望市町村外の農業者    　 ウ 　 新規参入希望者　

連  絡  先 携 　 帯

研修の有無 （ 　 有　 　 　 無　 ） 　

研修期間

＊新規就農の場合記入し てく ださ い

　 　 平成・ 令和　 　 　 年　 　 　 月　 　 ～　 　 平成・ 令和　 　 　 年　 　 　 月　 　

 電 　 話 （ 　 　 　 　 ）

   研修先（                                                          )

受付機関

氏　 　 名
( 法人名 ・  代表者名）

（ ふり がな）

調査日  :   令和　 年　  月　  日

住　 　 所 〒

参考様式４

１ 借受希望者の概要

地域外借受希望者情報収集様式

生年月日( 個人）  昭和　 ・ 　 平成　 　 　 　 年　  　  　 月　  　  　 日　 　 ( 　 　 　 　 　 才） 　  （ 　 男　 ・ 女　 ）

法人の場合 構成員数

２ 借受希望の内容
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参考様式５

被相続人 相続関係図

最後の住所

最後の本籍

出生 　　　　　　　年　　　　月　　　　日

死亡 令和　　　　年　　　　月　　　　日

（被相続人）

住所

出生

住所

出生

住所

出生

住所

出生 　　　　　　年　　　　月　　　　　日

住所

出生

（妻）

作成日 ：

作成者 ：

　　　　　　年　　　　月　　　　　日

（　　　　　　　）

（　　　　　　　）

　　　　　　　年　　　　月　　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

　　　　　　年　　　　月　　　　　日

（　　　　　　　）

　　　　　　年　　　　月　　　　　日

（　　　　　　　）
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参考様式６

記

1 会 社 名 ：

2 役 職 及 び 氏 名 ：

3 事業を 行う 場所： 沖縄県内

4 そ の 他 ： 農用地利用集積等促進計画のと おり

　 　 　 上記のと おり 相違ないこ と を証明し ま す。

　   令和　 　 年　 　 月　 　 日

印

　 農地中間管理事業の推進に関する 法律第18条第５ 項第三号ロ に基づき 、 業務執行役

員等と し て下記の者が重要な使用人と し て弊社の行う 耕作の事業に関する 権限及び責

任を有し ている こ と を証し ま す。

農地中間管理事業の推進に関する 法律第18条第５ 項第三号ロ に基づく

業務執行役員等について
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様式21 R5.11.27～

公益財団法人　沖縄県農業振興公社　理事長　　殿

　【代表相続人】

【被相続人】

【農用地等の所在、面積等】

【同意及び委任者】 ※代表相続人以外の相続人を記載してください。相続人ご本人の自署でない場合は、

実印を使用し、「印鑑登録証明書」の提出が必要となります。

※重要【必要書類】　①相続関係図　②被相続人の戸籍謄本（写）及び原戸籍（写）を提出してください。

印

農地　三郎　　　　　　　印 △△△△ 三男 １／５

農地　四郎　　　　　　　印 □□□□ 四男 １／５

被相続人
との続柄

持ち分

農地　次郎　　　　　　　印 ○○○○ 次男 １／５

相続人氏名（自署・捺印） 住　　所

南風原町 本部 ○○ 400番 1,000

住　　所 南風原町字本部４５３－３ H30.1.1

市町村 大字 小字 地番 面積（㎡） 備　考

電話番号 ×××－××××

　下表の被相続人名義に係る農用地等の利用権等については、関係相続人で協議の結果、相続人が確定するま

での間、上記の者を代表相続人として同意します。

　なお、相続人の同意は、持ち分の「□全同意・□過半同意」であることに相違ありません。

　また、農用地等の貸借契約及び変更・解約、書類の受取、貸付代金請求並びに受領について一切の権限を代表

相続人に委任し、相続人間の問題が生じた場合には、代表相続人の責任において解決いたします。

氏　　名 農地　太郎 死亡年月日

氏　　名 農地　一郎 長男 １／５

住　　所 南風原町字本部４５３－３

生年月日 S50.1.1

未相続

代表者選任同意書兼
委 任 状

令和1年5月1日

ふりがな のうち　いちろう
被相続人
との続柄

持ち分

印印

印

印

印

R6.9.1代表者

に確認済み

(職員氏名)

R6.9.1

電話確認

(職員氏名)

更新時に代表者に連絡し たと こ ろ、
三男が死亡し ていたが、 過半の同意がある 場合。

余
白
に
確
認
し
た
日
時
と
担
当
者
氏
名
を
記
載
す
る

代表者選任同意書兼委任状

父親名義の土地で、 子供が5人。 父母と も 死亡。
４ ／５ の同意あり の場合。

契約更新の場合の記載例参考様式７
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